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はじめに 

人口減少や少子高齢化の進行、国際競争力の激化、大規模災害への対応など、わが国を

取り巻く環境が大きく変化する中で、豊かな国民生活や経済の健全な発展、地域活力の向

上などを実現するためには、交通機能の確保・向上が必要不可欠となっています。 

国においては、平成２５年１２月に交通政策基本法が公布・施行され、国、地方公共団

体、交通関連事業者、交通施設管理者、住民その他の関係者が相互に連携・協働しつつ、

まちづくりや観光立国の実現等の観点を踏まえて、交通に関する施策を総合的かつ計画的

に推進することとされました。また、平成２６年１１月には、交通政策基本法を具体化す

ることを意図し、地域公共交通活性化再生法の一部を改正する法律が施行されたところで

す。この改正では、公共交通を取り巻く環境が厳しさを増している中で、地域の活力を維

持・強化するため、地方公共団体が中心となり、まちづくりと連携して、面的な公共交通

ネットワークを再構築することが定められています。具体的には、地方公共団体は、これ

までの地域公共交通総合連携計画に代わり、地域公共交通網形成計画を策定することがで

きるとされています。 

本町の公共交通の取組については、平成１４年９月の名鉄バス名犬バイパス線の廃止に

伴い、同年１０月から、町が事業主体となって、「とよやまタウンバス」の運行を始めまし

た。当初は１路線のみの運行であったものの、平成１８年１０月には、２路線への分割と

延長、名古屋栄をはじめとした新規バス停の設置、ダイヤの改正などを行いました。また、

１９年度からは地域公共交通会議を設置して、民間バス事業者と積極的に連携・調整しつ

つ、とよやまタウンバスの利便性や地域の公共交通環境の向上に努めてきました。 

平成２２年度には、第４次総合計画を策定し、まちづくりの基本理念を「小さくてキラ

リと輝くまちづくり」、まちの将来像を「にぎわいとやすらぎのアーバンビレッジ」と定め、

その実現に向けて、「タウンバスを中心とした公共交通の充実」を重点戦略の１つに掲げま

した。これを踏まえ、平成２３年３月には、総合計画に掲げた目標を達成するとともに、

よりきめの細かいサービスが充実した公共交通の実現を目指し、「タウンバスを中心とした

公共交通の充実」を基本方針とした、地域公共交通活性化再生法に基づく地域公共交通総

合連携計画（計画期間：平成２３年度から２６年度までの４年間）を策定しました。 

こうした中で、近年における人口の増加傾向や国産初となるジェット旅客機ＭＲＪ（三

菱リージョナルジェット）の生産・整備拠点計画の進展など、町を取り巻く環境は、計画

策定時と比べて大きく変化してきており、本町では、平成２６年度に第４次総合計画後期

基本計画（計画期間：平成２７年度から３１年度までの５年間）を策定したところです。 

今回策定した「地域公共交通網形成計画」は、これまでの地域公共交通総合連携計画を、

改正地域公共交通活性化再生法に基づき改定した計画であり、上記の動きを踏まえて、周

辺市町村との連携も考慮しつつ、徒歩・自転車・鉄道・路線バス・タクシー・自家用車等

の全ての交通手段を一体的なネットワークとして捉え、町が目指す「小さくてキラリと輝

くまちづくり」の実現を支えることを目的としています。 
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１ 町の概要 

１-１ 地勢・人口 

１-１-１ 地勢 

本町は名古屋市の北東部に位置し、周囲を名古屋市、北名古屋市、小牧市、春日井市、

に囲まれています（図１－１）。 

面積は約６ｋｍ２と県内で最小であり、さらに東部の約３分の１が県営名古屋空港関連の

用地で占められています。土地利用では、名古屋空港周辺及び北部市場周辺に産業用地が

集中し、町の中央部には宅地が広がり、それ以外では農地・工業用地・宅地が混在してい

ます（表１－１）。町域は海抜７～９ｍの平坦地で、農地などの緑も適度に残り、都市と自

然が共存した良好な環境を有しています。 

町内の幹線道路網は充実している一方、鉄軌道線は存在せず、バス交通が公共交通網を

形成しています。名古屋市の中心部から１０ｋｍの近さにあるため、バスによるアクセス

時間が約３０分であり、名古屋市のベッドタウンとして機能する一方で、古くからのコミ

ュニティも残っています。 

町内には、県営名古屋空港、名古屋市中央卸売市場北部市場、エアポートウォーク名古

屋、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）、三菱重工業株式会社小牧南工場といった大規模施

設が立地しています。とりわけ、平成２６年５月には、国産初のジェット旅客機であるＭ

ＲＪの生産・整備拠点の立地が決定し、今後は航空宇宙産業の集積が期待されています。 

 

 

図１－１ 本町の位置 

 

 

100 20km
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表１－１ 地目別土地面積の割合（平成２６年） 

田 畑 
宅地 雑種地 その他 総数 

面積 うち調整区域 面積 うち調整区域 

６４ ３４ １４ ５ １９５ ３３ ３１３ ６１９（ｈａ） 

１０．３ ５．５ ２．３ ０．８ ３１．５ ５．３ ５０．６ １００（％） 

出典：豊山町統計資料集 平成２６年版 

 

１-１-２ 人口 

本町の人口は、平成２５年５月に１５，０００人を超え、２６年１０月１日現在では 

１５，０５９人（男性：７，６９１人、女性：７，３６８人）、総世帯数は６，１１２世帯

となっています。本町の推計では、今後１０年ぐらいは人口の増加傾向が続き、平成３８

年にピークを迎えた後、減少に転じるものと見込んでいます。また、平成２６年１０月１

日現在の高齢化率（６５歳以上の人口割合）は２１．８%であり、愛知県全体の２３．２%

を下回っています1。しかしながら、前年（２０．８％）に比べると１．０ポイント上昇し

ており、本町の推計では、緩やかなペースで高齢化が進行していくものと見込んでいます

（図１－２）。 

 

図１－２ 人口及び高齢化率の推移と将来予測 

 

１-２ 町民の移動実態 

ここでは、平成２２年国勢調査、町民アンケート調査（平成２４年度・平成２２年度）、

第５回中京都市圏パーソントリップ調査（平成２３年）によって、町民の移動実態（全て

の交通手段）を把握します。 

 

 

 

                                                 
1 出典：愛知県人口動向調査結果 月報 あいちの人口（推計）平成 26 年 10 月 1 日現在 
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１-２-１ 交通手段分担率の状況 

図１－３は、平成２２年国勢調査による、自宅外の通勤・通学目的での移動の交通手段

分担率です。豊山町は名古屋市と比べて公共交通利用割合が低いことが分かります。豊山

町と隣接している名古屋市北区の楠・北中学校区と比べてもこの傾向は明らかです。 

 

図１－３ 通勤・通学目的移動の交通手段分担率 

 

図１－４と図１－５は、中京都市圏パーソントリップ調査による、人々の全目的の移動

の交通手段分担率です。図１－３の結果と同様に、豊山町は名古屋市と比べて公共交通利

用割合が低いことが分かります。特に、休日の移動にはほとんど公共交通が使われていま

せん。 

 

図１－４ 第５回中京都市圏 PT 調査による交通手段分担率（平日） 
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図１－５ 第５回中京都市圏 PT 調査による交通手段分担率（休日） 
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１-２-２ 通勤・通学 

平成２２年国勢調査によると、本町に通勤目的で流入する人口は、北名古屋市からが最

も多く、次いで、名古屋市北区、春日井市、小牧市となっています（図１－６）。一方、本

町から通勤目的で流出する人口は、小牧市へが最も多く、次いで、名古屋市北区、春日井

市、北名古屋市、名古屋市中区となっています（図１－７）。 

また、本町から通学目的で流出する人口は、春日井市が最も多く、次いで、名古屋市北

区、小牧市、名古屋市千種区となっています。本町には高校や大学がないため、通学目的

の流入はほとんどありません。 

 

１-２-３ 買い物 

町民アンケート調査（平成２４年度・平成２２年度）によると、よく利用する買い物先

として、約８割が町内の店舗を挙げており、とりわけ、エアポートウォーク名古屋の利用

が２４年度では５０％以上となっています（図１－８）。さらに、平成２６年１０月には国

道４１号線沿いにヨシヅヤ豊山テラスが開店するなど、町内の買い物先は着実に増えてお
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図１－６ 通勤流入先市町村の状況 

図１－７ 通勤・通学流出先市町村の状況 
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り、今後も町内で買い物を済ませる方が増加することが予想されます（図１－９）。 

 

図１－８ 最も行く回数の多い買い物先 

 

 

図１－９ 周辺の主な商業施設 

１-２-４ 通院 

町民アンケート調査によると、よく利用する通院先として５割以上が町内の医療施設を

挙げており、町外では小牧市民病院がよく利用されています（図１－１０）。なお、本町に

は総合病院はなく、町外に小牧市民病院のほか、済衆館病院（北名古屋市）、春日井市民病

院、名古屋市立西部医療センター（平成２３年に城北病院が移転、城西病院の一部を組み
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入れ再編）などがあります（図１－１１）。 

 

図１－１０ 最も行く回数の多い通院先 

 

 

図１－１１ 周辺の主な医療機関 
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医療ｾﾝﾀｰ
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１-２-５ 観光・レクリエーション 

第５回中京都市圏パーソントリップ調査（平成２３年）によると、町民が休日に娯楽・

文化・観光・行楽・レジャー等の余暇目的で行くところは、町内が約２４％、小牧市が約

１６％、春日井市が９％であり、町内及び近接する市で合わせて約５０％となっています

（表１－２）。 

 

表１－２ 余暇目的で行く市町村別移動者数（休日） 

順位 市町村 人数 構成割合 

１ 豊山町 ５２１ ２４．２％ 

２ 小牧市 ３３６ １５．６％ 

３ 春日井市 １９３ ９．０％ 

４ 岐阜県 １８９ ８．８％ 

５ 名古屋市南区 １２７ ５．９％ 

６ 名古屋市西区 １０７ ５．０％ 

７ 犬山市 ９４ ４．４％ 

８ 名古屋市天白区 ７８ ３．６％ 

９ 豊田市 ７８ ３．６％ 

１０ 名古屋市中区 ７２ ３．４％ 

－ その他 ３５４ １６．５％ 

合計 ２，１４９ １００％ 
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２ 交通環境 

２-１ 道路 

２-１-１ 車道の状況 

本町は南北を国道４１号線並びに名古屋高速１１号小牧線が縦断し、東西を主要地方道

春日井稲沢線が横断しています。町内には名古屋高速１１号小牧線のインターチェンジが

２か所（豊山南・豊山北）あります。名古屋高速１１号小牧線は町のすぐ南側（名古屋市

北区内）の楠ジャンクションにおいて名古屋第二環状自動車道と接続するとともに、北部

（小牧市内）の小牧インターチェンジにおいて東名高速道路と接続し、名古屋都市圏にお

ける道路交通において重要な役割を担っています（図２－１）。なお、東部は県営名古屋空

港となっているため、東に接する春日井市方面へは南側の主要地方道春日井稲沢線か、北

側の小牧市内に迂回する必要があります。 

道路実延長の道路管理者別割合は、町道が９割近くであり、幅員が５．５ｍ未満の比較

的狭い道路が７割強を占めています（図２－２）。 

 

 

図２－１ 周辺の主要道路 
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２-１-２ 自転車道や歩道の状況 

町内には大きな起伏が存在せず、自転車や徒歩での移動に大きな支障となる坂道は存在

しません。国道４１号線や名古屋空港アクセス道路など、交通量の多い道路については、

歩道が整備されています。平成２５年度の歩道設置延長は１８，５５３ｍであり、道路実

延長８１，３６９ｍに対して２２．８％です。また、本町には、自転車専用道路が整備さ

れていないのが現状です。 

自転車利用環境に関して、現在、町内には、豊山町役場、社会教育センター、商業施設

等に駐輪場があり、バス利用者の中には、自転車を利用してバス停までアクセスしている

人もいます。しかし、ほとんどの停留所には、近くに適切な駐輪場が整備されていません。 

 

 

２-１-３ 交通量の状況 

全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）（平成２２年度）によると、町内の道

路のうち、自動車交通量（調査日１２時間の交通量）が最も多いのは国道４１号線の３５，

８４９台です。次いで、主要地方道春日井稲沢線（県道６２号線）の１６，１８７台、県

道名古屋豊山稲沢線（県道１６１号線）の８，３０７台です。 

自転車の交通量が最も多い道路は、主要地方道春日井稲沢線（県道６２号線）の５３１

両です。次いで、県道名古屋豊山稲沢線（県道１６１号線）の４８０両、国道４１号線の

４５８両です。 

歩行者の交通量が最も多い道路は、県道名古屋豊山稲沢線（県道１６１号線）の６７７

人です。次いで、名古屋空港中央線（県道４４８号線）の２１４人、名古屋空港線（県道

４４７号線）の１３８人となっています（図２－３）。 

 

 

 

 

 

 

町道、県道、国道別の道路延長  幅員別の道路延長 

図２－２ 道路の状況 

町道

89.2％

県道

7.9％

国道

2.9％

実延長合計

81.4ｋｍ

5.5m以上

23.8％

5.5m未満

71.5％

13.0m以上

4.5％

実延長合計

81.4ｋｍ
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図２－３ 町内の道路交通量の状況 

 

２-２ 鉄道 

町内に鉄道はありません。西に隣接する北名古屋市に名鉄犬山線西春駅、東に隣接する

春日井市に名鉄小牧線味美駅とＪＲ中央本線勝川駅があり、町内からバスによるアクセス

が確保されています。その他、東海交通事業城北線の味美駅、比良駅も近くにある一方で、

町内からはバスによるアクセスがない状況です（図２－４）。 

(１) 名鉄犬山線 

最寄り駅は西春駅（北名古屋市）で、犬山方面・名古屋方面へ運行されています。快速

急行・急行・準急の停車駅です。 

町内からは、名鉄バス西春・空港線（昼間時：毎時２本運行）で接続されています。 

(２) 名鉄小牧線 

最寄り駅は味美駅（春日井市）で、小牧・犬山・平安通（名古屋市営地下鉄上飯田線直

通）へ運行されています。平安通駅で名古屋市営地下鉄名城線に接続しています。全て普

通列車の運行です。 

平成２０年３月に名古屋空港から味美を経て勝川駅を結ぶ名鉄バス勝川・名古屋空港線

が廃止されました。しかし、エアポートウォーク名古屋の開店に合わせ、平成２０年１１

月にあおい交通による名古屋空港直行バスの一部の便が味美駅近くを経由して勝川駅まで

延長して運行するようになり、味美駅への利用も可能となりました。 

 

注） 

平成 22年度全国道路・街路交通

情勢調査（道路交通センサス）

による。 

調査日１２時間の交通量 

（歩行者：人、自転車：両、自

動車（小型・大型）：台） 

 

＊1：観測地点 豊場字和合 

＊2：観測地点 豊場字新栄 
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(３) ＪＲ中央本線 

最寄り駅は勝川駅（春日井市）で、高蔵寺・多治見・中津川方面や金山・名古屋方面へ

運行されています。快速の停車駅です。 

前記のとおり、あおい交通の名古屋空港直行バスの一部便が勝川駅まで運行しています。 

 

 

図２－４ 周辺の鉄道路線 

 

町民アンケート調査（平成２４年度・平成２２年度）によると、町民が行く回数が多い

駅は名鉄西春駅が約４割と最も多く、次いで、地下鉄黒川駅、名古屋駅、名鉄上小田井駅

となっています。近年では、地下鉄黒川駅、名古屋駅、名鉄上小田井駅の利用が増加して

きています（図２－５）。 
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図２－５ 最も行く回数の多い駅 

 

２-３ バス 

町内を運行するバス路線は、とよやまタウンバス、名鉄バス西春・空港線、名鉄バス県

営名古屋空港線、あおい交通名古屋空港直行バス、あおい交通幸田・勝川線、名古屋市営

バスがあります（図２－１０）。 

 

(１) 各路線の特徴 

① とよやまタウンバス 

名鉄バス名犬バイパス線の撤退に伴い、鉄道路線がない本町において、公共交通利便性

を向上するために、平成１４年１０月に運行を開始しました。運行費用の不足分を本町が

負担する形で、あおい交通が運行しています。平成１８年度に南北ルートの分割や停留所

の新設、２０年度に便数や停留所の新設を行い、現在に至っています。平成３０年度には

北ルートを見直し（エアポートウォーク名古屋へ乗り入れ）、を予定しています（表２－１）。 

利用者数は、南ルートが年間６万人前後であり、年々増加傾向にあります。一方、北ル

ートは年間１万人程度であり、やや減少傾向にあります（図２－６）。 

 

表２－１ とよやまタウンバスの運行状況 

【北ルート（平成３０年３月まで）】 

運行区間 小牧市役所前～北部市場東 ※午前７時台と８時台は伊勢山西発 

運賃 
１００円～３００円 

※小学生、障害者手帳の所持者とその同伴者１名は半額。小学生未満は無料。 

運行本数 
【平日】 １０便 

【土曜・休日】 ６便 

運行時間帯 
【平日】 午前７時台～午後７時台 

【土曜・休日】 午前９時台～午後４時台 

運行間隔 1 時間に 1 便 

【南ルート】 

運行区間 航空館ｂｏｏｎ～名古屋栄 

運賃 １００円～５００円 

運行本数 
【平日】 １５往復 

【土曜・休日】 ８往復 

運行時間帯 
【平日】 午前６時台～午後９時台 

【土曜・休日】 午前９時台～午後４時台 

運行間隔 １時間に１便 

地下鉄

黒川駅

14.0

10.4

名鉄

西春駅

38.6

41.8

名鉄

味美駅

4.4

4.5

名鉄

上小田井駅

8.8

7.3

JR

勝川駅

6.0

5.1

名古屋駅

12.7

9.8

名鉄

小牧駅

0.3

0.7

地下鉄

市役所駅

1.8

0.5

地下鉄

栄駅

8.5

7.0

その他

4.9

13.1

0% 25% 50% 75% 100%

平成２４年度

平成２２年度

Ｎ＝３８６

Ｎ＝１，０７２
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【北ルート（平成３０年４月から）】 

運行区間 小牧市役所前～北部市場東 ※午前７時台と８時台は伊勢山西発 

運賃 
１００円～３００円 

※小学生、障害者手帳の所持者とその同伴者１名は半額。小学生未満は無料。 

運行本数 
【平日】 ８便 

【土曜・休日】 ４便 

運行時間帯 
【平日】 午前７時台～午後８時台 

【土曜・休日】 午前９時台～午後４時台 

運行間隔 ７時、８時台は１時間に１便、それ以後、２時間に 1 便 

 

 

 

図２－６ とよやまタウンバス利用実績 

 

② 名鉄バス西春・空港線 

県営名古屋空港と西春駅（北名古屋市）を結ぶ路線です（表２－２）。 

中部国際空港開港までは名古屋空港利用者のアクセスを主要な目的とする路線でした。

しかし、現在は沿線住民の生活路線の性格が強くなっています。 

平成２０年４月に「中新田」と「豊山町社会教育センター」のバス停が新設され、さら

に、１０月にオープンしたエアポートウォーク名古屋に乗り入れることにより、利用者が

増加しました。また、平成２４年度にはバスロケーションシステム（バスの現在位置や遅

れ時間などの運行状況を携帯電話やパソコンから確認することができるシステム）が導入

されました。 

最近では、ＭＲＪの事業主体である三菱航空機株式会社の名古屋空港ビルディングへの

本社移転に伴い、平成２７年１月から、西春駅から県営名古屋空港へのノンストップ便が

運行されています。 

利用実績については増加傾向にあり、平成２５２７年度にからは６０７０万人を超えて

います（図２－７）。 
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表２－２ 名鉄バス西春・空港線の運行状況 

運行区間 西春駅～名古屋空港 

運賃 １７０１００～３４０円 

運行本数 【平日】 ３５往復 ／ 【土休日】 ３２．５往復 

運行時間帯 午前６時台～午後１０時台 

運行間隔 昼間時３０分間隔 

ノンストップ便 
平日２５本（西春駅→名古屋空港、午前７時台～８時台） 

平日３本（名古屋空港→西春駅、午後５時台～７時台） 

 

 

図２－７ 名鉄バス西春・空港線利用実績 

 

③ 名鉄バス県営名古屋空港線 

 平成２９年１０月に運行を開始し、平成２９年１１月のあいち航空ミュージアムのオー

プンに合わせて延伸した、名古屋駅（名鉄バスセンター）・栄（オアシス２１）と県営名古

屋空港・あいち航空ミュージアムを結ぶ路線です（表２－３）。 

 

表２－３ 名鉄バス県営名古屋空港線の運行状況 

運行区間 
名古屋駅（名鉄バスセンター）・栄（オアシス２１）～名古屋空港・あい

ち航空ミュージアム 

運賃 １００～７００円 

運行本数 【平日】 １２．５往復 ／ 【土休日】 １２．５往復 

運行時間帯 午前６時台～午後１０時台 

運行間隔 １時間に１便 

 

③④ あおい交通名古屋空港直行バス 

平成１７年２月の県営名古屋空港の開港に合わせて運行を開始した、名古屋駅前（ミッ

ドランドスクエア前）と県営名古屋空港、勝川駅を結ぶ路線です（表２－３４）。 

平成１９年４月に「名古屋栄」バス停（名古屋駅前行きのみ停車、降車専用）を新設、

平成２０年１０月にはエアポートウォーク名古屋のオープンに伴い、「エアポートウォーク

北」バス停が新設されました。同年１１月に一部便で勝川駅までの路線延長を行い、「味美」

と「勝川駅前」バス停が新設されました。 

また、平成２３年３月末には、新しく「幸田」と「空港口」（現在は「三菱重工南」）バ
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ス停が町内に設置され、町西部から名古屋方面へのアクセスが向上しました。 

平成２９年１１月には、あいち航空ミュージアムのオープンに伴い、「エアポートウォー

ク北」バス停の名称を「あいち航空ミュージアム（エアポートウォーク北）」に改め、新設

の「愛知県庁前」バス停を経由する路線の運行も開始しました。 

利用実績については、コミューター航空路線の大幅な減少により、バスの利用者も平成

２３年度にかけて落ち込みを見せました。その後、ＦＤＡによる新規就航・増便により利

用者が増加しており、２５２８年度は２７５０万人を超えています（図２－８）。 

 

表２－３４ あおい交通名古屋空港直行バスの運行状況 

運行区間 名古屋駅前（ミッドランドスクエア前）～栄～県営名古屋空港～勝川駅前 

運賃 １６０１００～９００円 

運行本数 

【平日・土休日】 

３５３９便（名古屋駅前→あいち航空ミュージアム（エアポートウォーク北）） 

 １０便（栄→あいち航空ミュージアム（エアポートウォーク北）） 

９８便（名古屋空港→勝川駅前） 

１７便（名古屋空港→名古屋駅） 

２７便（あいち航空ミュージアム（エアポートウォーク北）→名古屋駅） 

１０便（あいち航空ミュージアム（エアポートウォーク北）→愛知県庁前） 

７便（名古屋空港→名古屋駅）※途中バス停は栄のみ 

４３便（名古屋空港→名古屋駅前）※降車のみ名古屋栄で停車 

運行時間帯 午前６時台～午後１１時台 

運行間隔 

１時間あたり２～３便（名古屋駅前→あいち航空ミュージアム（エアポートウォー

ク北）） 

１時間当たり１便（栄→あいち航空ミュージアム（エアポートウォーク北））※午

前９時台～午後６時台 

１時間あたり１～２便（名古屋駅前→勝川駅前）※朝、昼、夜の一部の時間帯 

１時間当たり１便～３便（名古屋空港→名古屋駅）※朝、昼、夜の一部の時間帯 

１時間当たり１便～３便（あいち航空ミュージアム（エアポートウォーク北）→名

古屋駅） 

１時間当たり１便（あいち航空ミュージアム（エアポートウォーク北）→愛知県庁

前）※午前９時台～午後６時台 

１時間当たり１便～２便（名古屋空港→名古屋駅）※途中バス停は栄のみ。朝、昼、

夜の一部の時間帯 

１時間あたり２～３便（名古屋空港→名古屋駅前） 

※ 運行時刻は航空機の運行状況に合わせ変更されます。 

 

 

図２－８ あおい交通名古屋空港直行バス利用実績 
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④ あおい交通幸田・勝川線 

県営名古屋空港アクセスバスの一環として、平成２３年１０月に運行が開始された、本

町とＪＲ勝川駅を結ぶ路線です。平成１９年度末に廃止された名鉄バス勝川・空港線の代

替交通の役割も果たしており、最近は、生活路線としても利用されています（表２－４５）。 

利用実績については、ＦＤＡによる新規就航・増便による利用者の増加などを背景に増

加傾向にあり、２５２７年度からは３６万人を超えています（図２－９）。 

最近では、ＭＲＪの事業主体である三菱航空機株式会社の名古屋空港ビルディングへの

本社移転に伴い、平成２７年１月と３月に計６便が増便（平日のみ）されています。 

 

表２－４５ あおい交通幸田・勝川線の運行状況 

運行区間 幸田・県営名古屋空港～勝川駅前 

運賃 １６０１００～３００円 

運行本数 

【平日・土休日】 

２２便（幸田・名古屋空港→勝川駅）※そのうち３４便は平日のみ運行 

１８１４便（勝川駅→幸田・名古屋空港）※そのうち５３便は空港経由名古屋駅

行き 

３便は平日のみ運行 

５８便（勝川駅→エアポートウォーク北） 

運行時間帯 午前６時台～午後１０時台 

運行間隔 １時間あたり１～３便 

※ 運行時刻は航空機の運行状況に合わせ変更されます。 

 

 

※ 平成２３年度は６か月の利用実績 

図２－９ あおい交通幸田・勝川線利用実績 

 

⑤ 名古屋市営バス 

名古屋市中央卸売市場北部市場が町内に開場した昭和５８年３月から、名古屋市営バス

黒川１１号系統のうち、一部の便が北部市場に乗り入れています。午前７時台には１時間

に２本、午後４時から８時台には１時間１本、昼間時は２時間に１本程度が運行されてい

ます。 
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行しており、如意車庫前・如意住宅バス停に駐輪場が整備されていることもあって、本町

の住民の利用も見られます（表２－５６）。 

 

表２－５６ 名古屋市営バス黒川１１号系統の運行状況 

系統名 黒川１１号系統 

運行区間 黒川～如意車庫前・北部市場 

運賃 均一制 ２１０円 

運行本数 

【平日】 １４便（黒川→北部市場） 

１１便（北部市場→黒川） 

【土曜】 １０便（黒川→北部市場） 

１０便（北部市場→黒川） 

【休日】 ９便（黒川→北部市場） 

９便（北部市場→黒川） 

運行時間帯 午前６時台～午後８時台 

運行間隔 昼間時１～２時間に１便程度 

その他 国道４１号経由 

 

また、県営名古屋空港とその周辺施設への名古屋市からの交通需要の増大を背景として、

平成２９年３月の１ケ月間、黒川１１号系統（黒川～北部市場）を県営名古屋空港まで延

伸する社会実験を行い、その影響調査を行いました。社会実験の概要は表２－７、利用人

員は表２‐８、影響調査の概要は表２－９のとおりです。 

豊山町地域公共交通会議における社会実験の総合評価では、「安全性や交通環境、円滑な

利用などに問題がないことが確認されている。路線が定着すれば社会実験時よりも、交通

需要の増大が見込まれ将来性はある。新路線の設定により、公共交通アクセスが充実し、

全体の公共交通需要の底上げを図ることが可能となる。一方、既設バス路線から一定の転

換が予想され、運賃水準の検討が必要となる可能性がある」としています。 

 

表２－７ 名古屋市営バスの県営名古屋空港への延伸社会実験概要 

実施期間 平成２９年３月１日（水）～３月３１日（金） ３１日間 

運行回数 

【平日】 往路 １４便（黒川～北部市場～県営名古屋空港） 

     復路 １１便（県営名古屋空港～北部市場～黒川） 

【土曜】 往路 １０便（黒川～北部市場～県営名古屋空港） 

     復路 １０便（県営名古屋空港～北部市場～黒川） 

【休日】 往路  ９便（黒川～北部市場～県営名古屋空港） 

     復路  ９便（県営名古屋空港～北部市場～黒川） 

新停留所 青山東栄、豊山町社会教育センター、県営名古屋空港 

 

 

表２－８ 名古屋市営バスの県営名古屋空港への延伸社会実験の利用人員 

区 分 延運行回数 利用人員 一日当たり １運行当たり 

３月(31 日間) 720 回 6,754 人 218 人 9.4 人 
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表２－９ 名古屋市営バスの県営名古屋空港への延伸社会実験影響調査概要 

調査手法 名古屋大学大学院環境学研究科への受託研究 

調査期間 平成２９年２月１日から９月３０日まで（８ヵ月） 

対象路線 
社会実験路線及び豊山町内を運行するバス路線（とよやまタウンバス南ルート、名

鉄バス西春・空港線、あおい交通空港直行バス） 

調査事項 

実験期間中とその前後の利用実態を把握し、今後の本格運行の可能性や問題点の検

討を行うための基礎データを整理 

＊利用者アンケート、ＯＤ調査、ＩＣカードデータ分析を実施 

＊特に「社会実験路線が既存バス路線に及ぼす影響」を重点調査 

 

⑥ 近隣市町のバス路線 

本町に隣接する北名古屋市では、きたバス・名鉄バス（西春・空港線）、小牧市では、こ

まき巡回バス・あおい交通ピーチバス・あおい交通桃花台バス・名鉄バス、春日井市では、

かすがいシティバス・あおい交通桃花台バス・あおい交通空港バス・名鉄バスがそれぞれ

運行されています。近隣市のコミュニティバスの概要は表２－６１０のとおりです。 

 

表２－６１０ 近隣市のコミュニティバス 

名称（市町村） 路線 １日当り便数 運賃 主な停留所 

きたバス 
（北名古屋市） 

６５路線 
（朝・夕便） 

５路線 
（昼便） 

２～５６便 １乗車１００円 
※中学生以下は無料。身体障害者手
帳、療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳の所持者とその付き添い者１
名は無料。 

西春駅、済衆館 
病院、健康ドーム 

こまき巡回バス 
（小牧市） 

８１９路線 ７９～１０１
７便 

大人１日２００円 
小学生１日１００円 
※高齢者（６５歳以上）、幼児、身体
障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳の所持者とその付き
添い者１名は無料。 

※ピーチバス、名鉄バス（小牧市内を
起終点とする区間）の定期券所持者
は無料。ピーチバスからの乗継券所
持者はどのコースも往復無料。 

小牧駅、小牧市民
病院、小牧山小牧
市役所、 
パークアリーナ
小牧、総合運動場
（市民球場）、市
民四季の森 

かすがいシティバス 
（春日井市） 

４路線 片道 
５～１０便 

１乗車大人２００円 
小学生小人１００円 
※高齢者（７５歳以上）・運転免許返
納者・妊婦１００円 

 （それぞれ事前の登録が必要） 
※未就学児・障がい者（手帳所持者）
とその付添人１名までは無料。 

勝川駅、味美駅、
春日井市民病院、
総合体育館前 

※ こまき巡回バスについては平成２７年４月から路線及びダイヤ、車両等を大幅に見直す予定。 
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図２－１０ 町内のバス路線（平成２９年１２月２５日現在） 
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２-４ タクシー・移送サービス 

(１) タクシー 

本町は、タクシー交通圏としては名古屋交通圏（本町および名古屋市、瀬戸市、津島市、

尾張旭市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、

東郷町、大治町、蟹江町、飛島村）に含まれます。 

町内のタクシー乗り場は、県営名古屋空港とエアポートウォーク名古屋にあり、名古屋

空港の乗り場にはタクシーが常駐しています。また、タクシー乗り場以外の所からタクシ

ーを利用するときは、北名古屋市又は名古屋市のタクシーを呼んで利用する方法が一般的

なようです。 

本町では、高齢者の生活支援、社会参加の促進や閉じこもりの防止のため、町在住の要

介護者や障がい者等に対して、「タクシー利用料金補助事業」を実施しています。これは、

医療機関への通院、買い物、その他の日常生活に必要なタクシー利用料金の初乗料金と送

迎料金を補助するもので、要介護者は年間２４回・障がい者は４８回まで利用可能となっ

ています。近年、利用件数は増加傾向にあり、２５２８年度の利用実績は、要介護者６６

７７５５件、障がい者１，９６８２，２０８件となっています。 

(２) 移送サービス 

社会福祉法人豊山町社会福祉協議会によって、総合福祉センターしいの木（社会福祉協

議会所在地）からの送迎サービスが行われています。これは、町在住で社会福祉協議会の

賛助会員（２口以上）の世帯で、自力で通院できない要介護者・要支援者・障がい者等に

対して、総合福祉センターしいの木から半径１.５ｋｍを超え５ｋｍ未満の医療機関への送

迎を行うものです。利用可能時間は午前８時４５分から午後４時３０分までで、賛助会員

２口の加入で年間１２回、３口の加入で１８回まで利用可能となっています。 

近年、利用件数は横ばい減少傾向にあり、２５２８年度の実績は２８４１６１件となっ

ています。 

なお、本町には、福祉有償運送を実施しているＮＰО等の団体はありません。 
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３ 交通を取り巻く環境の変化 

３-１ 県営名古屋空港の動向 

名古屋空港は、平成１７年２月１７日に国管理空港（第二種）から、コミューター航空

やビジネス機など、わが国初の本格的な小型航空機の拠点となる都市型総合空港（県営名

古屋空港）として新たに開港しました。 

開港後は、定期路線の相次ぐ撤退がありました。しかし、この路線の一部を引き継ぐ形

で、株式会社フジドリームエアラインズ（ＦＤＡ）が平成２２年１０月に新規就航し、２

６２９年度時点で７９路線（青森、いわて花巻、新潟、福岡、熊本、高知、山形、北九州、

出雲）となっています。 

航空旅客数は、平成２３年度に約３１８，０００人まで落ち込んだものの、航空機の乗

り降りのための移動距離が短いことや混雑がないこと等から使い勝手が良いとの理由で評

価が高まり、新規路線就航ともあいまって２５２８年度の旅客数は県営になって以来最多

となる６０約８８万人を超えましたとなりました。新規路線の就航の動きもあり、今後と

も旅客数は増加することが期待されます。一方、空港の立体駐車場の容量は約１，３５０

台と限りがあるため、増加する航空旅客を安全・円滑に輸送できる公共交通の整備と利用

促進の取組が求められます。 

 

 

図３－１ 県営名古屋空港の年間旅客・便数（コミューター航空）の推移 

  



26 

 

 

３-２ 民間航空機の生産・整備拠点事業 

愛知県では、航空宇宙産業の振興を図るため、平成２３年１２月に国際戦略総合特別区

域「アジアＮｏ．１航空宇宙産業クラスター形成特区」の指定を受け、その中核プロジェ

クトとして、県営名古屋空港隣接地において、民間航空機の生産・整備拠点誘致事業を推

進しています。 

平成２６年５月には、事業者に三菱重工業株式会社が選定され、県営名古屋空港の隣接

県有地に三菱リージョナルジェット（ＭＲＪ）の生産・整備拠点の立地が決定しました。 

２７年１月からは、ＭＲＪの開発・販売を担う三菱航空機株式会社が名古屋空港ビルディ

ングに機能移転し、協力会社を含む約１，７００人が本町に通勤するようになりました。

←今後は、平成２７年４月～６月１１月には試験機の初飛行に成功し、２９３２年４月～

６月半ばに量産機の納入が予定されており、います。ＭＲＪ関連の従業員の通勤対策とし

ては、当面、企業のチャーターバスを中心とした対応が行われています。こうした大規模

な人の流れは、周辺の交通環境に大きな影響を及ぼすことになります。このため、ＭＲＪ

関連の従業員だけでなく、県営名古屋空港の利用客や町民の安全・円滑な移動に支障がな

いよう、関係機関が連携・協力して、地域一体となった総合的な公共交通ネットワークを

実現することが重要です。 

 

写真３－２ ＭＲＪのロールアウト式典の様子 

 

３-３ あいち航空ミュージアム、ＭＲＪミュージアムの開館 

平成２９年１１月３０日、航空機をテーマとする展示施設のあいち航空ミュージアムが

県営名古屋空港内にオープンし、年間３５万人（初年度６５万人）の来場者を見込んでい

ます。また、隣接地のＭＲＪの生産・整備拠点には、ＭＲＪの生産工程が見学できるＭＲ

Ｊミュージアムが同時オープンしました。これらの施設への交通需要の増大が予想されま

す。 

 

記載の順
番を時系
列 に 改
め。 
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４ 公共交通の利用実態と利用者の意向 

４-１ 地域公共交通利用実態調査の結果 

本町では、より利便性の高い公共交通の実現に向けての様々な検討課題の方向性を探る

基礎資料とするため、平成２４年度に地域公共交通利用実態調査を実施しました。具体的

には、①ОＤ調査2（とよやまタウンバス北ルート及び南ルート、あおい交通幸田・勝川線

及び名古屋空港直行バス、名鉄バス西春・空港線）、②町民アンケート調査（中学生以上の

２，０００人対象、回収率３６．２％）、③バス利用者アンケート調査（とよやまタウンバ

ス北ルート及び南ルート、あおい交通幸田・勝川線及び名古屋空港直行バス、名鉄バス西

春・空港線、名古屋市営バス）、④名古屋市営バス利用者ヒアリング調査を行い、利用実態

や公共交通に対する意見・要望等を把握しました。 

その主な結果を調査ごとにまとめると次のとおりとなります。 

 

４-１-１ ＯＤ調査 

(１) とよやまタウンバス北ルート 

 買物や通院を目的とした平日の昼間の利用者が多く、土休日の利用者は極端に少なく

なっている。 

 平日・土休日ともに６０歳代以上の利用が多い。 

 行き先は、小牧市民病院が最も多い。町内では、豊山町役場、豊山中学校、北部市場

東なども多くなっている。 

 バス停までの交通手段は、乗車・降車ともに徒歩が多くなっている。 

(２) とよやまタウンバス南ルート 

 平日の利用者が多く、休日はその１／４程度と少なくなっている。平日の利用目的 

は通勤が最も多く、土休日は買物が多くなっている。 

 平日は幅広い年齢層の利用があり、休日は３０歳代以下の利用が多くなっている。 

 平日は通勤利用が多いことから、町内からは名古屋市営地下鉄に連絡する黒川と名古

屋栄への利用、名古屋栄からは北部市場東や豊山中学校、豊山町役場への利用がそれ

ぞれ多くなっている。一方、休日は、買物目的で、町内から名古屋栄への利用が多く

なっている。 

 バス停までの交通手段は徒歩が大半であり、黒川や名古屋栄では鉄道との乗継ぎがあ

る。また、北部市場東のバス停では自転車を利用するケースが多くなっている。 

(３) あおい交通幸田・勝川線 

 平日は通勤目的、土日は買物目的での利用が多い。 

 平日、土休日ともに勝川駅とエアポートウォーク北間の利用が多い。 

 乗車バス停までの交通手段は、鉄道が多くなっている。 

(４) あおい交通名古屋空港直行バス 

 平日は業務・出張、通勤目的で、名古屋駅と名古屋空港間の利用が多くなっている。

                                                 
2 ＯＤ調査とは、個人の交通行動の出発地（Origin）・目的地（Destination）・利用交通手段・利用時刻・

利用目的・個人属性等を調査することにより、地域の交通の流れの現状把握を行う調査です。 
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また、土休日は、買物目的で名古屋駅と空港のほかにエアポートウォーク北の利用が

多くなっている。 

(５) 名鉄バス西春・空港線 

 平日の利用が多く、土休日は平日の半数近くの利用者数となっている。 

 平日は通勤目的での利用が大半であり、土休日は買物や遊び・趣味等の利用が多くな

っている。 

 平日は西春駅から町内の各バス停への利用があり、土休日はエアポートウォークまで

の利用が増えている。 

 

４-１-２ 町民アンケート調査 

 駅や病院、通勤・通学先に行くときの交通手段は、前回（平成２２年度）に比べてバ

スが増加している。 

 買物先はエアポートウォーク名古屋が増え、頻度は週１～２日程度という回答が増加

している。 

 路線バスの利用頻度については、「日常的に利用する」が６．４％、「ときどき利用す

る」が３７．３％の計４３．７％であり、前回に比べて増加している。 

「日常的に利用する」「ときどき利用する」という回答が最も多いのはいずれもタウン

バス南ルートであり、次いで名鉄バスとなっている。 

 バスを利用して行きたい場所としては、上小田井駅、モゾワンダーシティやナゴヤド

ームといった大規模商業施設、名古屋市立西部医療センターが挙げられている。 

 町内でのデマンド乗合運行をイメージした設問に対しては、約３７％が「利用したい」

と回答し、６０歳以上では５０％を超えている。その場合の希望運賃は２００円が約

４５％となっている。 

 名古屋市営バスを利用しているのは約８％であり、その６割が如意車庫前バス停の利

用となっている。 

 公共交通維持のための町の負担については、「費用負担を増やしてもよいので運行ルー

トや本数を充実すべき」が約２５％、「町の費用負担は現状のままとすべき」が約３９％

となっている。 

 

４-１-３ バス利用者アンケート調査 

 とよやまタウンバスは女性と高齢者の利用が多く、特に北ルートは、他の路線バスに

比べて、自動車免許を持っていない人の利用率が高い。 

 とよやまタウンバス北ルートは小牧市民病院等への通院目的が約４４％、とよやまタ

ウンバス南ルート、あおい交通幸田勝川線、名鉄バス西春・空港線、名古屋市営バス

は通勤目的が５０％前後、あおい交通名古屋空港直行バスは業務・出張目的が約４８％

とそれぞれ高くなっている。 

 満足度について、とよやまタウンバス、あおい交通幸田勝川線、名鉄バス西春・空港

線、名古屋市営バスでは、運行本数、運行時間帯、バス停環境への不満が多く、あお

い交通名古屋空港直行バスでは運賃に対する不満が多くなっている。 
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４-１-４ 市バス利用者ヒアリング調査 

 豊山町からの目的については、平日が通勤、土休日が遊び・趣味等であり、黒川、栄、

名古屋駅までの利用が多くなっている。 

 バス停までの交通手段について、如意車庫前が自転車と徒歩、その他は徒歩が多くな

っている。 

 

４-２ 住民・事業所意向調査の結果 

第４次総合計画後期基本計画の基礎資料とするために、平成２５年度に実施した「町民・

事業所意識調査」では、公共交通に対する住民満足度は、「満足」が２．８％、「やや満足」

が１１．３％の計１４．１％となっており、「ふつう」が２２．８％、「やや不満」が２７．

８％、「不満」が３１．１％と続いています。また、事業所が企業活動を行いやすい理由、

行いにくい理由として「交通の便利さ」や「交通の不便さ」が挙げられています。３０年

後の豊山町で実現して欲しい目標、第４次総合計画の重点戦略に対する関心として最も高

かったのは「公共交通機関の充実」となっています。 

 

４-３ 町民討議会議の結果 

本町では、町民２，０００人から無作為に抽出して参加を募集することにより、幅広い

年代や多様な立場の方々に集まっていただき、町政について自由に議論していただく町民

討議会議を開催しています。 

平成２４年１０月には、「地域公共交通を考える」をテーマに町民討議会議（第２回）を

開催しました（参加者：４７人）。 

会議参加者の約１割が今回を機に初めてとよやまタウンバスに乗ったと回答し、６４％

が何回か乗車経験があると回答するなど、利用経験が少ない方が多く、今後とよやまタウ

ンバスに乗ってもらう機会を積極的に設ける必要性がうかがえました。 

とよやまタウンバスの必要性については、ほとんどの参加者が認めているものの、８割

の人が何らかの改善策が必要だと感じているという結果となりました。とよやまタウンバ

スの良い点と問題点についてのシール投票では、ルートや運行時間の正確性、バス停の配

置について評価が高い一方、問題点として、利用料金、運行時間と運行本数が挙げられま

した。シール投票による改善提案では、①バスの運行時間と運行本数の増加、②ルートの

見直しと停車場所の追加、③割引や定期券などの料金体系の見直しのほか、④利用者の増

加につながるＰＲ等の工夫が上位を占めました。 

また、平成２６年８月には「第４次総合計画後期基本計画」をテーマに町民討議会議（第

４回）を開催しました（参加者：４４人）。 

会議では、参加者が話し合いたいテーマについてのアンケート、関心の高いテーマや「も

し、私が町長だったら…」とした場合のマニフェストに関する意見交換・発表、３０年後

の豊山町についての意見交換や発表などを行いました。その中で、参加者の最も関心が高

かったのは、とよやまタウンバスを中心とした公共交通網の充実であり、マニフェストで

も９つのグループ中８つのグループが鉄道やバスを含む公共交通網の充実を掲げるなど、
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公共交通に対する関心の高さがうかがえる結果となりました。 

 

４-４ 県営名古屋空港への名古屋市営バス乗り入れに伴う影響調査 

本町では、平成２９年３月に実施した名古屋市バス「黒川１１号系統」を北部市場から

県営名古屋空港まで延伸する社会実験に際して、町内バスネットワークへの影響等に関す

る調査を実施しました（概要は２０ページ参照）。その主な結果は次のとおりです。 

①各路線の路線特性の違いにより、他路線への転換はそれほど起こらないと考えられる。

②社会実験期間中、他路線の利用者数の顕著な減少は見られなかった。 

③社会実験路線が定着した場合、新規需要及び他路線からの転換により、社会実験と比べ

大きく利用が増えることが予想される。 

④社会実験路線の運賃を実験時より高く設定すると他路線からの転換は少なくなり、  

４００円だと影響は２１０円の場合に比べ１～３割程度に低減する。 

⑤運賃水準の設定は重要であり、運賃格差を軽減する必要がある。 

 

４-５ 町民や利用者の意向を踏まえた課題 

地域公共交通利用実態調査や住民・事業所意向調査、町民討議会議の結果から得られた

今後取り組むべき課題を整理すると次のとおりとなります。 

① バスの運行本数・ダイヤ・ルートの充実 

バスに対する満足度については、運行本数や運行時間帯等への不満が多く、ルートに関

しては、鉄道駅（小牧駅、上小田井駅）や、大型商業施設（エアポートウォーク、モゾワ

ンダーシティ、ナゴヤドーム）や、医療機関（名古屋市立西部医療センター）への乗り入

れを望む声が多くなっています。また、ヨシヅヤ豊山テラスの開店や済衆館病院（北名古

屋市）の充実など、地域の移動ニーズに影響を及ぼす状況も生じているため、今後とも利

用者ニーズを継続して把握し、ニーズに応じた路線やダイヤ、ルートを検討していく必要

があります。とりわけ、近年、とよやまタウンバス北ルートの利用者数が減少傾向にあり、

利用者の増加を図るため、新たに名古屋市営バスの如意車庫前や、小牧駅、エアポートウ

ォークなどへの乗り入れを検討する必要がありますしてきました。その結果、平成３０年

４月から路線及びダイヤを見直し、エアポートウォークへの乗り入れを行います。また、

タウンバス南ルートについては、通勤手段としての利用も多いため、通勤時間帯における

増便や急行便などを検討していくことも重要です。このほか、町外へのアクセスを充実さ

せるため、名古屋市、小牧市、北名古屋市のバス路線との乗り継ぎの確保を図っていくこ

とも必要です。 

② バス乗車サービスの充実や利便性の向上 

バス利用者アンケート調査では、運行本数や運行時間帯などへの満足度に比べて、運賃

やバス停環境に対する満足度が低くなっており、とりわけ、日常的に利用している通勤や

業務目的の利用者からの不満が多くなっています。今後は、具体的なニーズを把握しつつ、

定期券の導入や利用しやすい運賃体系の構築、割引料金やポイント制度などのインセンテ

ィブの付与、バスの待合環境や乗り換えゾーンの充実、主要バス停における駐輪場の確保

などを検討していくことが重要です。 
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③ バスの利用促進のための周知・ＰＲ 

町民討議会議の参加者の中には、とよやまタウンバスに今回初めて乗ったという人や利

用経験が少ない人が多かったことから、今後、とよやまタウンバスの認知度をさらに向上

させるとともに、実際にバスに乗ってもらう機会を設けることが重要です。 

このため、これまでの地域公共交通総合連携計画で取り組んできた公共交通マップの作

成・配布、町の広報紙やホームページ、公共施設や商業施設などにおけるＰＲ、バスの利

用促進イベントの実施、交通関連情報検索サイトを通じた情報提供と「見える化」のほか、

ＣＡＴＶを活用したＰＲやモビリティ・マネジメントの手法による利用促進策を検討・実

施していくことが重要です。 

④ 多様な交通サービスの検討 

町民アンケート調査では、予約して乗車する公共交通（デマンド交通）に対して、高齢

者を中心に利用意向があることが確認できました。とりわけ、とよやまタウンバス北ルー

トの主な利用者層は高齢者であり、現状の運行本数、運行時間帯、バス停環境に対する不

満が多くなっていることや、町内でのタクシーの利便性があまりよくないことから、デマ

ンド交通の導入により、これらの不満の一部は減少する可能性があります。上記のアンケ

ート調査は、電話予約の煩わしさ等のマイナス要素を十分説明したものではなかったため、

よりきめ細かく嗜好を把握するとともに、デマンド交通を導入するに当たってのメリット

やデメリット、費用対効果やタクシーの活用との比較などを踏まえて検討することが必要

です。 

このほか、当面の検討事項として、既存のタクシーや移送サービスの活用、自転車とバ

スとの組み合わせ（サイクル＆バスライド）など、バスを補完・代替するような交通サー

ビスを検討していくことも重要です。 

⑤ ＭＲＪ生産・整備拠点事業、あいち航空ミュージアム開館への対応 

ＭＲＪ生産・整備拠点事業の進展に伴い、平成２７年１月から、三菱航空機株式会社を

はじめ約１，７００人の社員が本町に通勤しています。当面は、企業チャーターバスを中

心に、名鉄バスやあおい交通の既存バス路線の強化・充実によって対応していくことにな

ります。しかしながら、１，７００人の通勤需要は、県営名古屋空港の利用客や大型商業

施設への買物客と相まって、町内の道路交通や公共交通に大きな影響を及ぼすことから、

各交通機関が連携・協力して対応していくことが重要です。このため、企業のチャーター

バスの乗り合い化や定期券の導入、とよやまタウンバスの通勤対応などを検討する必要が

あります。 

また、ＭＲＪの生産・整備の本格化や、あいち航空ミュージアムの開館に伴い、町外か

らのビジネス客や見学客等が新たに増加することも想定されることから、現在北部市場ま

で乗り入れている名古屋市営バスの延伸等交通局や名鉄バス、あおい交通に対し、につい

て、長期的な取組として要請を続けていくことが重要です平成２７年７月に愛知県、春日

井市、小牧市、経済団体とともに県営名古屋空港へのアクセス強化の要請を行いました。

これらを受けて平成２９年３月の１箇月間、北部市場まで乗り入れている名古屋市営バス

の県営名古屋空港への延伸社会実験とその影響調査を実施しました。地域公共交通会議で

の社会実験の評価を経て、本町として、名古屋市に市営バスの県営名古屋空港への乗り入
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れに係る要請を平成３０年２月に行っております。名鉄バスは、平成２９年１０月に県営

名古屋空港線の運行を新たに開始し、平成２９年１１月のあいち航空ミュージアム開館に

合わせ、同館まで路線を延伸しました。同様に、あおい交通は、平成２９年１１月にあい

ち航空ミュージアムへの新規路線の設置、既存路線の増便等を行っています。 
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５ これまでの地域公共交通総合連携計画の総括及びその後の状況 

５-１ 概要 

本町では、路線バスの廃止に伴うとよやまタウンバスの運行や、名古屋空港の主要機能

の移転に伴うアクセスの再編など、バス事業者と連携・協力して地域公共交通に関する取

組を行ってきました。平成２３年３月には、地域公共交通総合連携計画（計画期間：平成

２３年度から２６年度までの４年間）を策定し、計画に基づいた取組を実施してきました。 

この計画では、本町の第４次総合計画の重点戦略の１つである「タウンバスを中心とし

た公共交通の充実」を基本方針として、総合計画に掲げられた目標を達成するとともに、

よりきめの細かいサービスが充実した公共交通の実現を目指すこととしています。 

加えて、この計画では、公共交通の向上に関する目標として、「生活保障」と「利便性向

上」※の２つを設定し、これらの目標の達成に向けて、とよやまタウンバスの充実や公共交

通の利用促進、公共交通を利用しやすい環境の整備を行うこととしました（表５－１）。 

※生活保障：バスその他の交通機関の適切な役割分担により、高齢者や障がい者を含

めた全ての住民に対して、生活に必要な移動を保障すること 

利便性向上：バスの利便性を高めることで、名古屋市と比較してサービスレベルが

見劣りしないように公共交通を確保すること 
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表５－１ 地域公共交通総合連携計画（平成２３年度～２６年度）に 

基づいて実施するとした事業 

施策の

性格 
事業の内容及び実施主体 

 （１）地域公共交通活性化事業（実施主体：町） 

①地域公共交通確保維持改善事業への参加 

・平成２３年度から実施予定の国の補助事業へ積極的に参加します 

（２）地域公共交通会議の開催（実施主体：町・地域公共交通会議） 

  ①地域公共交通会議 

・定期的に地域公共交通会議を開催します 

生
活
保
障
＆
利
便
性
向
上 

（３）とよやまタウンバスの運行 

①南ルートのダイヤ・運賃の見直し（実施主体：町・バス事業者） 

   ・南ルートのダイヤや運賃を見直します 

②南ルートの新しい乗車サービスの導入（実施主体：町・バス事業者） 

・定期券をはじめとした新しい乗車サービスを導入します 

③北ルートの路線・ダイヤの見直し（実施主体：町・バス事業者） 

  ・北ルートの路線やダイヤを見直します 

④北ルートのオンデマンド運行（実施主体：町・バス事業者） 

  ・北ルートの路線・ダイヤの見直しにあわせて、オンデマンド交通を導入します 

⑤タクシー・福祉サービスとの連携（実施主体：町） 

  ・タクシーや社会福祉協議会などの福祉サービスとの連携を行います 

利
便
性
向
上 

（４）公共交通マップの作成 

①公共交通マップの改良（実施主体：町） 

・利用者や住民の意見を取り入れ、公共交通マップを改良します 

②新規転入者に対する公共交通マップ配布（実施主体：町） 

  ・役場窓口において、新規転入者に公共交通マップを配布します 

（５）公共交通ＰＲ事業 

①広報とよやまによる公共交通利用ＰＲ（実施主体：町） 

  ・広報とよやまで公共交通の利用を促進させる記事を掲載します 

②町ホームページにおける公共交通利用ＰＲ（実施主体：町） 

  ・利用者や住民、バス事業者の意見を取り入れ、町ホームページで公共交通の利用を促進さ

せるページを改善します 

③町外からの来訪者のためのＨＰを通じたＰＲ（実施主体：町） 

  ・町ホームページに本町へのアクセスについて掲載します 

④高齢者や子どもを対象にしたバスの乗り方ＰＲ（実施主体：町） 

  ・高齢者や子どもが集まる機会に、バスの乗り方や使い方を啓発します 

⑤乗車キャンペーン（実施主体：町・バス事業者） 

・とよやまＤＥないとの時期に無料バスキャンペーンを行います 

（６）公共交通利用環境整備事業 

①民間事業者についての情報提供（実施主体：町） 

  ・公共交通マップに民間バス事業者の路線情報などを掲載します 

②社会教育センターのターミナル整備（実施主体：町） 

・社会教育センターをバスターミナルとして整備します 

③交通パスポートの実施（実施主体：町・バス事業者） 

・民間バス事業者も含めた共通乗車券を発行します 

（７）民間航空機生産拠点の立地への対応（実施主体：町・バス事業者）（新規） 

①空港隣接地における民間航空機の生産・整備拠点の整備計画への対応 

   ・地域の交通に与える影響について研究を行い、対応策を実施します 
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５-２ 取組状況 

５-２-１ 地域公共交通活性化事業 

平成２３年度に設けられた、国の地域公共交通確保維持改善事業を活用し、中部運輸局

や県、バス事業者と連携・協力して、とよやまタウンバス南ルート（平成２３年度から 

２６２８年度まで）と幸田・勝川線（平成２５年度から２６２８年度まで）について地域

間幹線として国庫補助を申請し、毎年度補助を受けています（表５－２）。 

 
表５－２ 国からの補助実績 

（単位：円） 

路線名 
平成 

２３年度 

 

２４年度 

 

２５年度 

 

２６年度 

 

２７年度 

 

２８年度 
合計 

とよやま 
タウンバス 
南ルート 

444,000 900,500 871,000 1,157,500 4,951,000 4,947,500 
3,373,000 

13,271,500 

幸田・勝川線 
－ － 1,526,000 1,502,500 1,906,000 2,527,500 

3,028,500 

7,462,000 

計 
444,000 900,500 2,397,000 2,660,000 6,857,000 7,475,000 

6,401,500 

20,733,500 

 

（地域協働推進事業） 

平成２６年度には、公共交通サービスに関する情報提供について、町民やバス利用者の

意見を積極的に取り入れ、協働の視点から、より利用者の目線に立った方法で行うため、

地域協働推進事業計画を策定し、国からの認定を受けました。この地域協働推進事業によ

る補助制度（最大２年間で最大１／２の補助）を活用して、公共交通マップ・Ｗｅｂコン

テンツの更新や、町内公共交通ネットワークの情報を検索サイトに提供する「見える化」

を実施していますしました。平成２７年度、平成２８年度は、国の補助制度の改正に伴い、

地域公共交通確保維持改善事業の地域公共交通調査事業（計画推進事業）（地域公共交通網

形成計画策定から最大２年間で対象経費の概ね１／２の補助）を活用し、公共交通マップ

や公共交通の啓発品（クリアファイル）の作成を行いました。 

 

５-２-２ 地域公共交通会議の開催 

地域公共交通会議を平成２３年度１回、２４年度２回、２５年度１回、２６年度３回、

２７年度３回、２８年度３回、それぞれ開催して、本町の実情に応じた公共交通のあり方

の検討や取組の実施、意見交換などを行いました。 

 

５-２-３ とよやまタウンバスの運行 

(１) 南ルートのダイヤ・運賃の見直し 

県道名古屋豊山稲沢線の新ルートの供用開始に伴い、平成２４年４月から、タウンバス

の南北ルートについて新ルートを走行する経路に変更するとともに、「豊山町商工会」のバ

ス停を新ルートに移動しました。 

また、平成２４年４月に南ルートの青塚古墳前から名古屋栄までの運賃を４００円から
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３００円に１００円値下げしました。 

このほか、平成２４年度に地域公共交通利用実態調査を実施して、タウンバスの南北ル

ートに対する利用者ニーズの把握などを行いました。 

(２) 南ルートの新しい乗車サービスの導入 

定期券をはじめ新しい乗車サービスの導入について、利用者ニーズの把握とともに、情

報収集や検討を行いました。 

(３) 北ルートの路線・ダイヤの見直し 

前述のとおり、県道名古屋豊山稲沢線の新ルートの供用開始に伴い、平成２４年４月か

ら、タウンバスの南北ルートについて県道を走行する路線に変更するとともに、「豊山町商

工会」のバス停を県道の新ルートに移動しました。また、平成３０年４月からは、エアポ

ートウォークへの乗り入れ、それに伴う「エアポートウォーク」、「空港西」のバス停新設、

ダイヤ改正などを行う予定です。 

そのほか、利用者ニーズの把握とともに、情報収集や検討を行いました。 

(４) 北ルートのオンデマンド運行 

北ルートの路線・ダイヤの見直しの中で、デマンド運行に関する利用者の意向把握や情

報収集を行いました。 

(５) タクシー・福祉サービスとの連携 

利用者ニーズの把握とともに、タクシーや社会福祉協議会などの福祉サービスの状況に

ついて情報収集を行いました。 

(６) とよやまタウンバスの利用環境の拡充 

平成２９年４月からとよやまタウンバス車内及び主要バス停にｗｉ-ｆｉ環境を整備す

るとともに、バスロケーションシステムを導入し、利用者が携帯電話等でその停留所の発

車時刻や運行状況が把握できる環境を整備しました。さらに名古屋栄・県庁のバス停をソ

ーラー照明付きに改修しました。 

 

５-２-４ 公共交通マップの作成 

(１) 公共交通マップの改良 

平成２０年度から毎年度作成している公共交通マップについて、バスの乗り方や町外の

バス停の地図等の追加、ダイヤの変更情報の掲載など改良を行いました。 
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(２) 新規転入者に対する公共交通マップの配布 

役場やバスの車内、乗車券販売所などに公共交通マップを設置するとともに、役場の窓

口で新規転入者に対して、公共交通マップや「暮らしの便利帳」の配布などを行っています。 

 

５-２-５ 公共交通ＰＲ事業 

(１) 広報とよやまによる公共交通利用ＰＲ 

路線の変更やバス停の新設、ダイヤの改正、イベント、県営名古屋空港の立体駐車場の

工事などの機会を捉えて、広報とよやまにバスの利用を促す記事を掲載しました。 

とりわけ、平成２４年度は、とよやまタウンバス運行１０周年であったため、広報とよ

やま１０月号に特集記事を掲載し、バスの使い方や１０周年記念イベントなどを２ページ

にわたって紹介しました。 

写真５－１ 公共交通マップ 
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(２) 町ホームページにおける公共交通利用ＰＲ 

町のホームページにおいて、とよやまタウンバス、名鉄バス西春・空港線及び県営名古

屋空港線、あおい交通名古屋空港直行バス及び幸田・勝川線のルートやダイヤ、運賃に加

えて、町内のバス路線図、各方面へのアクセス方法、上手なバスの使い方、公共交通マッ

プなどを掲載しました。 

 

写真５－２ 広報とよやま（平成２４年１０月号） 
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(３) 町外からの来訪者のためのホームページを通じたＰＲ 

町のホームページにおいて、町外から本町への公共交通機関を利用したアクセス方法を

掲載しました。 

(４) 高齢者や子どもたちを対象にしたバスの乗り方ＰＲ 

平成２３年度に町が主催する出前講座にバスの乗り方講座を登録しました。 

平成２４年１０月に、本町と官学連携協定を結

んでいる愛知学泉大学の協力のもと、１８歳以上

の町民から無作為抽出した４７人を対象に町民討

議会議を開催し、本町の望ましい公共交通のあり

方を話し合っていただきました。町民討議会議に

は、本町の地域公共交通会議の委員である名古屋

大学の加藤博和准教授にもご協力いただきました。 

また、同月には、豊山グランドにおいて、子ど

もやその保護者を対象にバスの乗り方教室を開催

しました（参加人数：約８０人）。 

このほか、平成２６年２月には、町社会福祉協議会が主催する高齢者対象のふれあい食

事会で、バスの乗り方についてのＰＲを行いました（参加人数：６０人） 

さらに、平成２６年１１月には、町が主催する高齢者対象の生きがい健康教室で公共交

通のＰＲを行いました（参加人数：４６人）。 

ついで、平成２８年５月にも町の生涯学習のメニューに登録されている「公共交通の使

い方」に応募のあった豊山町心身障害者福祉協議会に対し公共交通のＰＲを行いました（参

加人数：約３０人）。平成２８年１１月には町主催の環境フェスティバルにおいて、地域公

共交通確保維持改善事業を活用して作成した啓発用クリアファイルを用い公共交通利用を

写真５－３ 豊山町ホームページ 

写真５－４ 町民討議会議 



40 

 

ＰＲしました（参加人数：１２６人）。 

 

 

(５) 乗車キャンペーン 

平成２４年１０月のとよやまタウンバス運行１０周年記念イベントの一環として、タウ

ンバスのすべての車両（南ルート２台、北ルート１台）に町のキャラクターである地空人

くんのラッピングを行いました。 

 

 

 

また、平成２４年１０月の土・日・祝日をとよやまタ

ウンバスの無料乗車の日とし、これまでバスに乗ったこ

とのない人がバスの乗車体験する機会を提供しました

（無料乗車の利用者数：２，８１８人）。 

 

５-２-６ 公共交通利用環境整備事業 

(１) 民間事業者についての情報提供 

名鉄バスでは、平成２３年２月に名古屋鉄道や名古屋

市交通局などと共同でＩＣ乗車カード「ｍａｎａｃａ」

写真５－５ バスの乗り方教室 

（南ルート）              （北ルート） 
写真５－６ とよやまタウンバス車両 

 
 

写真５－７ 無料乗車キャンペーン 

（チラシ） 
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を導入し、２４年４月からはＪＲ東海が発行しているＩＣカード「ＴОＩＣＡ」と「ｍａ

ｎａｃａ」の乗車券機能の相互利用サービス、さらに２５年３月からは「ｍａｎａｃａ」

を含む日本全国のＩＣ乗車カード１０種の相互利用サービスを行っています。本町を運行

する路線では、西春・空港線及び県営名古屋空港線で「ｍａｎａｃａ」の利用が可能とな

っています。 

また、２４年１０月から西春・空港線において、バスロケーションシステムを導入し、

バス利用者が携帯電話でＱＲコードを読み込んでアクセスするだけで、その停留所の発車

時刻や運行状況がすぐにわかるような環境を整備しています。 

このほか、あおい交通では、平成２３年１０月から名古屋空港直行バスの幸田・勝川線

を運行し、２４年４月からは「豊山町商工会」にバス停を新設しています。 

毎年度作成・配布している公共交通マップには、上記の情報のほか、名鉄バス及びあお

い交通の路線情報などを掲載しています。 

(２) 社会教育センターのターミナル整備 

長期的な課題として検討を行いました。また、近接するあおい交通名古屋空港直行バス

の「空港口」バス停について、空港利用者や通勤客へのわかりやすさの観点から、「三菱重

工南」に名称変更しました。 

(３) 交通パスポートの実施 

本町独自のものについての具体化は進んでいません。ＩＣ乗車カード「ｍａｎａｃａ」は、

名鉄バスのみならず、名古屋鉄道、名古屋市交通局、ＪＲ東海などと相互利用が可能であ

り、その町内路線への導入について、長期的な課題として情報収集や検討を行いました。 

 

５-２-７ 民間航空機生産拠点の立地への対応 

平成２３年１１月に、愛知県、岐阜県、名古屋市はじめ１２地方公共団体が共同で指定

申請した「アジアＮо．１航空宇宙産業クラスター形成特区」が国際戦略総合特別区域と

して指定され、県営名古屋空港周辺地区は、わが国初の小型ジェット旅客機ＭＲＪ（三菱

リージョナルジェット）プロジェクトや次世代航空機開発促進事業の拠点に位置付けられ

ています。 

平成２６年５月には、県営名古屋空港の隣接県有地にＭＲＪの生産・整備拠点の立地が

決定し、２７年４月～６月１１月に試験機の初飛行、２９３２年４月～６月半ばに量産機

の納入が予定されています。 

ＭＲＪプロジェクトの進展に伴い、本町には、新たに約１，７００人のＭＲＪ関連の従

業員が通勤することが見込まれ、こうした情報を収集するとともに、地域公共交通に与え

る影響や対応策の検討を行いました。 

 

５-３ 成果・評価と課題 

(１) 第４次総合計画に基づく評価 

本町の第４次総合計画では、公共交通に係る平成２６年度の目標値について、①とよや

まタウンバス運行負担率５５％、②とよやまタウンバス年間利用者数７８，０００人、③

公共交通に対する住民満足度１５％と定めています。この目標値は、平成２７年３月策定
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の第４次総合計画後期基本計画（計画期間：平成２７年度から３１年度までの５年間）に

おいても、見直しを行わず、同じ目標値となっています（表５－３）。 

 

表５－３ 第４次総合計画における目標値と地域公共交通総合連携計画実施前後の実績値 

目標指標 
 計画実施前 

（平成２０年度） 
計画実施後 

（平成２５年度） 

目標値 

単位 平成２６年 平成３１年 

①とよやまタウンバス運行

負担率 

％ 
６４．２ ６０．５ ５５．０ ５０．０ 

②とよやまタウンバス年間

利用者数 

人 
６５，３２９ ７４，９９０ ７８，０００ ９４，０００ 

③公共交通に対する住民満

足度 

％ 
８．０ １４．１ １５．０ ２０．０ 

※運行負担率＝運行負担金／定額経費 

 

地域公共交通総合連携計画に基づく事業を実施した結果、平成２５年度の実績として、

①とよやまタウンバス運行負担率は６０．５％、②とよやまタウンバス年間利用者数は７

４，９９０人、③公共交通に対する住民満足度は１４．１％となりました。①・②につい

ては、目標値には及ばないものの、近年は改善や増加傾向にあり、地域公共交通総合連携

計画による一定の成果がうかがわれます。 

とりわけ、とよやまタウンバス南ルートについては、黒川や名古屋栄に乗り入れている

ため、通勤・通学、買い物など幅広い目的に利用されており、利用者数は、計画開始年度

の２３年度から２５年度の２年間で約１３％の増加となっています。一方で、北ルートの

利用者数は近年減少しており、如意車庫や小牧駅といった他の公共交通とのターミナル拠

点や小牧市内の医療機関などへの乗り入れを含めて、利用者の拡大方策や利用促進策に取

り組んでいく必要があります。 

また、公共交通に対する住民満足度については、第４次総合計画後期基本計画の策定に

当たって実施した町民・事業所意識調査（平成２５年度）によると「満足」が２．８％、「や

や満足」が１１．３％の計１４．１％となっており、「ふつう」が２２．８％、「やや不満」

が２７．８％、「不満」が３１．１％と続いています。前回（平成２０年度）調査では、「満

足」が０．８％、「やや満足」が７．８％の計８．６％、「ふつう」が２３．３％、「やや不

満」が３５．４％、「不満」が２６．０％でしたので、２０年度に比べると満足度が５．５

ポイント上昇し、不満度が２．５ポイント低下しています。 

一方で、毎年開催している町民討議会議では、町民からの要望の声が最も高い施策が「公共

交通網の充実」であり、引き続き公共交通の充実に取り組んでいくことが重要となっています。 
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図５－８ とよやまタウンバス年間利用者数 

 

図５－９ 経費負担状況 

(２) 生活保障の評価 

本町では、タウンバスや民間路線バスを合わせて、町内のほとんどの地区に何らかのバ

スサービスが提供されています。しかし、高齢者や障がい者の中には、バスサービスを十

分に利用できない人もおり、これらの人々に対して移動手段を保障することが必要です。地

域公共交通総合連携計画では、バスその他の交通機関の適切な役割分担により、高齢者や障

がい者を含めた全ての住民に対して、生活に必要な移動を保障することを目指しました。 

とよやまタウンバスの運行を中心とした取組を行った結果、バス停勢圏人口カバー率（バ

ス停から半径３００ｍの居住人口が総人口に占める割合）は、計画前の８９．３％から９

１．９％に改善しました（図５－１３、図５－１４、表５－１５）。本町の人口の９割以上

がバス停勢圏に含まれるのは、狭い本町ゆえの特長と言えます。一方で、改善率を年齢層

別でみると、６５歳未満（２．８ポイント）や６５～７４歳（２．６ポイント）に比べて、

７５歳以上の改善率が０．３ポイントと低く、後期高齢者と言われる年齢層への対応が課

題となっています。 
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表５－４ 年齢層別バス停勢圏（３００ｍ）人口カバー率の変化 

 ６５歳未満 ６５～７４歳 ７５歳以上 全年齢 

①平成２２年時点 ８９．１％ ８８．８％ ９１．８％ ８９．３％ 

②平成２６年現在 ９１．９％ ９１．４％ ９２．２％ ９１．９％ 

改善ポイント（②－①） ２．８ポイント ２．６ポイント ０．３ポイント ２．６ポイント 

注）人口データは平成２２年国勢調査による。 

一方で、南ルートの新しい乗車サービスの導入や、北ルートの路線・ダイヤの見直しや

デマンド運行、タクシーや社会福祉協議会の福祉サービスとの連携については、ニーズの

把握や情報収集に留まり、具体的な検討に至らなかったため、町内全域の全ての住民に対

して何らかの移動手段を提供するという目標の達成は不十分であり、今後は、バスやタク

シー、福祉サービスを含めたよりきめ細やかな交通ネットワークの構築が課題となります。 

(３) 利便性向上の評価 

利便性向上については、町内の中心部にある「豊山町役場」・「三菱重工南」（計画策定時

は豊山）のバス停と名古屋市北区の代表的なバス停である「如意車庫前」からの名古屋市

都心部の栄や名古屋駅へのアクセス利便性を比較して、本町の公共交通が劣っている点が

どの程度改善できているかで評価を行います。 

① 栄へのアクセス利便性 

地域公共交通総合連携計画を策定した平成２２年の時点における「豊山町役場」・「豊

山」・「如意車庫前」から栄へのアクセス利便性は表５－５のとおりであり、運行本数、運

図５－１０ 平成２２年時点のバス停勢圏 

（半径３００ｍ） 

図５－１１ 平成２６年現在のバス停勢圏 

（半径３００ｍ） 
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行時間帯、運賃ともに名古屋市営バス栄１１号系統がタウンバス南ルートや名古屋空港直

行バスよりも有利である一方、所要時間についてはタウンバス南ルートや名古屋空港直行

バスが名古屋市営バス栄１１号系統よりも有利となっていました。計画の最終年度である

２６年度における「豊山町役場」・「三菱重工南」・「如意車庫前」から栄へのアクセス利便

性は表５－６のとおりであり、県営名古屋空港の利用者の増加やＭＲＪプロジェクトの進

展に伴う通勤需要の増大を背景に、名古屋空港直行バスの運行本数が２２年の３２便から

４３便に増加する結果となりました。 

参考として平成２９年末の状況は、表５－７のとおりです。 

表５－５ 栄へのアクセス利便性（平日）（平成２２年） 

バス停 豊山町役場 豊山 如意車庫前 

利用系統 タウンバス南ルート 名古屋空港直行バス 栄１１ 

１時間あたり 

運行本数 

日中 １本 １～２本 ２本 

ピーク時間帯 １本 ３本 ８本 

１日あたり 

運行本数 

栄行き １５便 ３２便 ５６便 

栄発 １５便 なし ５７便 

所要時間（日中） ３４分 １５分 ４２分 

運行時間帯 ６時～２１時台 ６時～２２時台 ６時～２３時台 

運賃 ５００円 ６００円 ２００円 

 

表５－６ 栄へのアクセス利便性（平日）（平成２６年） 

バス停 豊山町役場 三菱重工南 如意車庫前 

利用系統 タウンバス南ルート 名古屋空港直行バス 栄１１ 

１時間あたり 

運行本数 

日中 １本 ２～４本 ２本 

ピーク時間帯 １本 ４本 ８本 

１日あたり 

運行本数 

栄行き １５便 ４３便 ５６便 

栄発 １５便 なし ５６便 

所要時間（日中） ３４分 １５分 ４２分 

運行時間帯 ６時～２１時台 ６時～２２時台 ６時～２３時台 

運賃 ５００円 ６００円 ２１０円 

 

表５－７ 栄へのアクセス利便性（平日）（平成２９年） 

バス停 豊山町役場 三菱重工南 豊山町社会 

教育センター 

如意車庫前 

利用系統 タウンバス 

南ルート 

名古屋空港 

直行バス 

県営名古屋 

空港線 

栄１１ 

１ 時 間 あ

たり 

運行本数 

日中 １本 １～３本 １本 ２本 

ピーク時間帯 １本 ４本 １本 ８本 

１ 日 あ た

り 

運行本数 

栄行き １５便 ５４便 １３便 ５６便 

栄発 １５便 １０便 １２便 ５６便 

所要時間（日中） ３４分 １５分 １５分 ４２分 

運行時間帯 ６時～２１時台 ６時～２２時台 ９時～２２時台 ６時～２３時台 

運賃 ５００円 ６００円 ６００円 ２１０円 
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② 名古屋駅へのアクセス利便性 

地域公共交通総合連携計画を策定した平成２２年の時点における「三菱重工南」・「如意

車庫前」から名古屋駅へのアクセス利便性は表５－７のとおりであり、運賃を除いて名古

屋空港直行バスが有利となっていました。計画の最終年度である２６年度における「三菱

重工南」・「如意車庫前」から名古屋駅へのアクセス利便性は表５－８のとおりであり、栄

へのアクセス利便性と同様、県営名古屋空港の利用者の増加やＭＲＪプロジェクトの進展

に伴う通勤需要の増大を背景に、名古屋空港直行バスの運行本数が２２年の３２便（名古

屋駅行き）及び３３便（名古屋駅発）から４３便（名古屋駅行き）及び４４便（名古屋駅

発）へと大幅に増加する結果となりました。 

参考として平成２９年末の状況は、表５－９のとおりです。 

表５－７ 名古屋駅へのアクセス利便性（平日）（平成２２年） 

バス停 三菱重工南 如意車庫前 

利用系統 名古屋空港直行バス 名駅１２ 

１時間あたり運行本数 
日中 １～２本 ２本 

ピーク時間帯 ３本 ２本 

１日あたり運行本数 
名古屋駅行き ３２便 ２８便 

名古屋駅発 ３３便 ２８便 

所要時間（日中） ２５分 ４１分 

運行時間帯 ６時～２２時台 ６時～２２時台 

運賃 ７００円 ２１０円 

 

表５－８ 名古屋駅へのアクセス利便性（平日）（平成２６年） 

バス停 三菱重工南 如意車庫前 

利用系統 名古屋空港直行バス 名駅１２ 

１時間あたり運行本数 
日中 ２～４本 ２本 

ピーク時間帯 ４本 ２本 

１日あたり運行本数 
名古屋駅行き ４３便 ３０便 

名古屋駅発 ４４便 ３０便 

所要時間（日中） ２５分（名古屋駅行き） 

１５分（名古屋駅発） 

５０分 

運行時間帯 ６時～２２時台 ６時～２２時台 

運賃 ７００円 ２１０円 
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表５－９ 名古屋駅へのアクセス利便性（平日）（平成２９年） 

バス停 三菱重工南 豊山町社会教育センター 如意車庫前 

利用系統 名古屋空港直行バス 県営名古屋空港線 名駅１２ 

１時間あたり

運行本数 

日中 ２～４本 １本 ２本 

ピーク時間

帯 

４本 １本 ２本 

１日あたり運

行本数 

名古屋駅行

き 

４３便 １３便 ３０便 

名古屋駅発 ４４便 １２便 ３０便 

所要時間（日中） ２５分（名古屋駅行き） 

１５分（名古屋駅発） 

３０分 ５０分 

運行時間帯 ６時～２２時台 ９時台～２２時台 ６時～２２時台 

運賃 ７００円 ７００円 ２１０円 



48 

 

表５－９ 地域公共交通総合連携計画の取組結果 

事業の名称 事業の内容 実施主体 取組状況 
実施の 

度合い 

地域公共交通活

性化事業 

①地域公共交通確保維持改善事業への参加 

町・バス事業者 

・地域公共交通確保維持改善事業に対してとよやまタウンバス南ルートと幸田・勝川線の国庫補助を申請し毎年度採択を受けた（平成２３年度～２６年

度、幸田・勝川線は平成２５年度～２６年度） 

・地域協働推進事業計画を策定し、国からの認定を受けた。地域協働推進事業による補助制度を活用して、公共交通マップやＷｅｂコンテンツの更新や

町内公共交通ネットワークの情報を検索サイトに提供する「見える化」を実施した（平成２６年度） 

○ 
 ・平成２３年度から実施予定の国の補助事業へ積極的に参加します 

地域公共交通会

議の開催 

①地域公共交通会議（実施主体：町・地域公共交通会議） 
町・地域公共交通会議 ・地域公共交通会議を開催して本町の実情に応じた公共交通のあり方の検討や取組の実施、意見交換などを行った（平成２３年度～２６年度） ○ 

 ・定期的に地域公共交通会議を開催します 

と
よ
や
ま
タ
ウ
ン
バ
ス
の
運
行 

①南ルートのダイヤ・運賃の見直し（実施主体：町・バス事業者） 

町・バス事業者 

・県道名古屋豊山稲沢線の新ルートの供用開始に伴い、タウンバスの南北ルートについて県道を走行する路線に変更するとともに、「豊山町商工会」の

バス停を県道の新ルートに移動した（平成２４年度） 

・南ルートの青塚古墳前から名古屋栄までの運賃を４００円から３００円に１００円値下げした（平成２４年度） 

・地域公共交通利用実態調査を実施して、タウンバスの南北ルートに対する利用者ニーズの把握などを行った（平成２４年度） 

○ 
 ・南ルートのダイヤや運賃を見直します 

②南ルートの新しい乗車サービスの導入 
町・バス事業者 ・定期券をはじめ新しい乗車サービスの導入について、利用者ニーズの把握とともに、情報収集や検討を行った（平成２３年度～２６年度） ● 

 ・定期券をはじめとした新しい乗車サービスを導入します 

③北ルートの路線・ダイヤの見直し 

町・バス事業者 

・県道名古屋豊山稲沢線の新ルートの供用開始に伴い、タウンバスの南北ルートについて県道を走行する路線に変更するとともに、「豊山町商工会」の

バス停を県道の新ルートに移動した（平成２４年度） 

・利用者ニーズの把握とともに、情報収集や検討を行った（平成２３年度～２６年度） 

○  ・北ルートの路線やダイヤを見直します 

④北ルートのデマンド運行 

町・バス事業者 ・北ルートの路線・ダイヤの見直しの中で、利用者ニーズの把握や情報収集を行った（平成２３年度～２６年度） ●  ・北ルートの路線・ダイヤの見直しにあわせて、デマンド交通を導入し

ます 

⑤タクシー・福祉サービスとの連携 
町 ・利用者ニーズの把握とともに、タクシーや社会福祉協議会などの福祉サービスの情報収集を行った（平成２３年度～２６年度） ● 

 ・タクシーや社会福祉協議会などの福祉サービスとの連携を行います 

公共交通マップ

の作成 

①公共交通マップの改良 
町・住民 

・公共交通マップに関する利用者アンケートを実施した（平成２４年度） 

・バスの乗り方や町外のバス停の地図等の追加、ダイヤの変更情報の掲載など改良を行った（平成２４年度～２６年度） 
○ 

 ・利用者や住民の意見を取り入れ、公共交通マップを改良します 

②新規転入者に対する公共交通マップ配布 
町 

・役場やバスの車内、乗車券販売所などに公共交通マップを設置した（平成２３年度～２６年度） 

・役場の窓口で新規転入者に対して配布している「暮らしの便利帳」に公共交通マップを掲載した（平成２３年度～２６年度） 
○ 

 ・役場窓口において、新規転入者に公共交通マップを配布します 

公
共
交
通
Ｐ
Ｒ
事
業 

①広報とよやまによる公共交通利用ＰＲ 

町 

・路線の変更やバス停の新設、ダイヤの改正、イベント、県営名古屋空港の立体駐車場の工事などの機会を捉えて、広報とよやまにバスの利用を促す記

事を掲載した（平成２３年度～２６年度） 

・とよやまタウンバス運行１０周年の機会を捉えて、広報とよやま１０月号に特集記事を掲載し、バスの使い方や１０周年記念イベントなどを２ページ

にわたって紹介した（平成２４年度） 

○ 
 ・広報とよやまで公共交通の利用を促進させる記事を掲載します 

②町ホームページにおける公共交通利用ＰＲ 

町・住民・バス事業者 
・町のホームページにおいて、とよやまタウンバス、名鉄バス西春・空港線、あおい交通名古屋空港直行バスのルートやダイヤ、運賃に加えて、町内の

バス路線図、各方面へのアクセス方法、上手なバスの使い方、公共交通マップなどを掲載した（平成２４年度～２６年度） 
○ 

・利用者や住民、バス事業者の意見を取り入れ、町ホームページで公共交

通 

の利用を促進させるページを改善します 

③町外からの来訪者のためのＨＰを通じたＰＲ 
町・住民・バス事業者 ・町のホームページにおいて、町外から本町への公共交通機関を利用したアクセス方法を掲載した（平成２３年度～２６年度） ○ 

 ・町ホームページに本町へのアクセスについて掲載します 

④高齢者や子どもを対象にしたバスの乗り方ＰＲ 

町 

・町主催の出前講座にバスの乗り方講座を登録した（平成２３年度～２６年度） 

・１８歳以上の町民を対象に町民討議会議を開催し、本町の望ましい公共交通のあり方を話し合っていただいた（平成２４年度） 

・豊山グランドにおいて、子どもやその保護者を対象にバスの乗り方教室を開催した（平成２４年度） 

・町社会福祉協議会主催の高齢者対象のふれあい食事会で、バスの乗り方についてのＰＲを行った（平成２５年度） 

・町主催の高齢者いきいき健康教室に公共交通のＰＲを行った（平成２６年度） 

○ 
 ・高齢者や子どもが集まる機会に、バスの乗り方や使い方を啓発します 

⑤乗車キャンペーン 

町・バス事業者 

・とよやまタウンバス運行１０周年記念イベントの一環として、タウンバスのすべての車両（南ルート２台、北ルート１台）に町のキャラクターである

地空人くんのラッピングを行った（平成２４年度） 

・とよやまタウンバスの無料乗車の日を設けて、これまでバスに乗ったことのない人がバスの乗車体験する機会を提供した（平成２４年度） 

○ 
 ・無料バスキャンペーンを行ないます 

公共交通利用環

境整備事業 

①民間事業者についての情報提供 

町 

・名鉄バスの西春・空港線において、ＩＣ乗車カード「ｍａｎａｃａ」とＪＲ東海の「ＴОＩＣＡ」の乗車券機能の相互利用サービスなどを行った（平

成２４年度） 

・名鉄バスの西春・空港線において、バスロケーションシステムを導入した（平成２４年度） 

・あおい交通の名古屋空港直行バスにおいて、幸田・勝川線を運行した（平成２３年度） 

・名古屋空港直行バス幸田・勝川線において「豊山町商工会」にバス停を新設した（平成２４年度） 

・公共交通マップに名鉄バス及びあおい交通の路線情報などを掲載した（平成２３年度～２６年度） 

○ 

 ・公共交通マップに民間バス事業者の路線情報などを掲載します 

②社会教育センターのターミナル整備 
町 

・空港利用者や通勤客の利便性を向上させるため、あおい交通名古屋空港直行バスの「空港口」バス停を「三菱重工南」に名称変更した 

（平成２４年度） 
●   ・社会教育センターをバスターミナルとして整備します 

③交通パスポートの実施 
町・バス事業者 ・ＩＣ乗車カード「ｍａｎａｃａ」の導入について、長期的な課題として情報収集や検討を行った（平成２４年度～２６年度） ● 

  ・民間バス事業者も含めた共通乗車券を発行します 

民間航空機生産

拠点の立地への

対応 

①空港隣接地における民間航空機の生産・整備拠点の整備計画に対応する 

町・バス事業者 
・ＭＲＪプロジェクトの情報を収集するとともに、地域公共交通に与える影響や対応策の検討を行い、関係機関と連携してバスによる従業員の通勤対策

を実施した（平成２５年度～２６年度） 
○   ・地域の交通に与える影響について研究を行い、対応策を実施します 

※ 実施の有無については、実際に取組実績がある項目は○、検討や情報収集に留まった項目は●とした。  

・48 
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６ 地域公共交通網形成計画 

６-１ 国の法律上の位置づけ 

地域公共交通網形成計画（以下「本計画」という）は、交通政策基本法の基本理念に則

り、①地方公共団体が中心となり、②まちづくりと連携し、③面的な公共交通ネットワー

クを再構築するために、平成２６年１１月２０日に改正された「地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律」（以下「地域公共交通活性化再生法」という）において、これまでの

「地域公共交通総合連携計画」（以下「総合連携計画」という）に代わって位置付けられた

計画です（図６－１）。本計画は、「コンパクト」と「ネットワーク」をキーワードに、地

域にとって望ましい公共交通網の姿を明らかにするマスタープランであり、「地域公共交通

活性化再生法」の施行に併せて改正された国の基本方針に合致している必要があります。

なお、基本方針に掲げられている目標は次の６項目となります。 

①まちづくり、観光振興等の地域戦略との一体性の確保   

②地域全体を見渡した総合的な公共交通ネットワークの形成 

③地域特性に応じた多様な交通サービスの組み合わせ 

④住民の協力を含む関係者の連携 

⑤広域性の確保 

⑥具体的で可能な限り数値化した目標設定 

また、「地域公共交通活性化再生法」では、「地域公共交通網形成計画」の目標を達成す

るために実施する事業として、「地域公共交通特定事業」を計画に記載することができると

定められており、今回の改正では、地域全体の公共交通ネットワークを総合的に再編する

取組を進める必要があることから、それを具体的に実施するための特定事業として「地域

公共交通再編事業」が創設されました。これは、地方公共団体が事業者等の同意のもとに

「地域公共交通再編実施計画」を策定し、それに基づき、事業者等が地方公共団体の支援

を受けつつ、バス等の路線、運行系統、営業区域の編成の変更や他の種類の旅客運送事業へ

の転換、地域公共交通の利用を円滑化するための措置などを行うことができるというものです。 

 

６-２ 本町の上位計画・関連計画との関係 

本計画は、上位計画である「豊山町第４次総合計画」（計画期間：平成２２年度～３１年

度）が目指す基本理念「小さくてキラリと輝くまちづくり」とまちの将来像「にぎわいと

やすらぎのアーバンビレッジ」の実現につながるとともに、関連計画である「豊山町都市

計画マスタープラン」（計画期間：平成２２年度～３２年度）、「第２次豊山町地域福祉計画」

（計画期間：平成２６年度～３０年度）、「第７次豊山町高齢者福祉計画・第６次介護保険

事業計画」（計画期間：平成２７年度～２９年度）、「豊山町障害者福祉計画」（計画期間：

平成２７年度～平成３２年度）、「豊山町子ども・子育て支援事業計画」（計画期間：平成２

７年度～３１年度）、「豊山町男女共同参画社会計画・第２次とよやまレインボープラン」（計

画期間：平成２４年度～３３年度）、「第２次とよやま健康づくり２１計画」（計画期間：平

成２６年度～３５年度）と整合を図る必要があります（図６－２）。 
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図６－１ 地域公共交通網形成計画等の国の法律上の位置づけと活用法 

 

 

図６－２ 地域公共交通網形成計画と上位計画及び関連計画との関連 
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事業者等が地方公共団体
の支援を受けつつ実施
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国の認定を受けた上記計画に基づき、
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• ICカード・バスロケーションシステム等の整備

参考） 国土交通省資料

地域公共交通再編事業の補助要件の緩和等の措置の
活用
• 複数路線を再編し乗換拠点を設定
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(１) 豊山町第４次総合計画 

第４次総合計画では、重点戦略の１つである「『生活空間』がキラリと輝くまちづくり」

において、「タウンバスを中心とした公共交通の充実」が挙げられており、自動車に頼らな

くても、子どもや高齢者も安心して町内を回遊したり、町外へも出かけられる交通環境が

整ったまちを目指して、徒歩や自転車での移動空間を整備し、タウンバスの利便性を高め

ると記載しています。 

また、土地利用構想では、３層構造（国道４１号線の沿道と西側の産業用地、町中央部

の住宅市街地、東側の空港と航空関連産業用地）の土地利用を基本として、限られた土地

の有効活用を図るために、道路交通ネットワークを広域交通軸と地域交通軸に分類し、そ

の役割ごとに、にぎわい軸、商業・業務軸、生活交流軸を定めています。（図６－２）。 

さらに、本町が目指すまちの将来像を各分野で実現するため、７つの分野別まちづくり

目標を掲げています。地域公共交通は、まちづくり、観光、健康、福祉、教育、環境等の

様々な分野で大きな効果をもたらします。本計画と特に関わりが深い目標は、「快適で活気

あふれるコンパクトなまち」と「安全・安心で住みやすさを実感できるまち」となります。 

公共交通に係る平成３１年度の目標指標については、①とよやまタウンバス運行負担率

５０％、②とよやまタウンバス年間利用者数９４，０００人、③公共交通に対する住民満

足度２０％と定めています。 

 

 

図６－３ 土地利用構想図（第４次総合計画） 
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(２) 豊山町都市計画マスタープラン 

都市計画マスタープランは、第４次総合計画に即して、概ね２０年後の都市が目指すべ

き姿を展望しながら、概ね１０年を目途として、それを実現していくための方策を明らか

にする計画です。まちづくりの基本理念である「小さくてキラリと輝くまちづくり」を踏

まえて、「活力のあるまち」、「暮らしやすいまち」、「時代に向き合うまち」を都市計画の目

標として設定しており、このうち、本計画に関連が強いのは「暮らしやすいまち」と「時

代に向き合うまち」となります。「暮らしやすいまち」では、交通環境の改善による、歩行

者、自転車ネットワークの構築、景観軸の形成、公共交通（バス）の充実により「歩いて

便利で、楽しいまち」を目指し、また、「時代に向き合うまち」では、「コンパクトなまち」

をキーワードに、身近な緑、水辺の活用、徒歩・自転車の利便性向上により、低炭素社会

の形成を目指しています。 

(３) 第２次豊山町地域福祉計画 

第２次地域福祉計画は、地域で暮らす全ての人が自ら地域と関わり、生涯を通して生き

生きと自分らしく安心して暮らせる地域社会の実現のため、行政と地域、事業者、ボラン

ティア、福祉団体等が協働して、様々な生活課題を解決できるよう取り組んでいくための

指針となるべき計画です。「助け合い、支え合う あたたかなまち～思いやりと笑顔があふ

れる明るいまち～」を基本理念に、「地域における助け合いの充実」、「福祉サービスの充実」、

「地域での助け合い・支え合いの仕組みづくり」の３つを基本目標としており、本計画と

は、特に「福祉サービスの充実」と関わりが深く、障害者福祉サービスのタクシー利用料

金の助成や社会福祉協議会の通院送迎サービスとの連携を図る必要があります。 

(４) 第７次豊山町高齢者福祉計画・第６次介護保険事業計画 

第７次高齢者福祉計画・第６次介護保険事業計画は、平成２３年４月の介護保険法改正

を受け、介護保険法第１１７条の規定による介護保険事業計画と老人福祉法第２０条の８

に規定する老人福祉計画を一体のものとして策定した計画です。 

地域福祉計画と同様、「助け合い、支え合う 健康であたたかなまち」を基本理念に、「地

域ケア体制の推進」、「高齢者の生活支援の充実」、「健康づくりと介護予防の推進」、「介護

サービス基盤の整備」の４つを基本目標としており、これらを交通の側面から支援してく

ことが重要です。 

(５) 豊山町障害者福祉計画（第４次障害者計画・第４期障害福祉計画） 

障害者福祉計画は、障害者基本法に基づき、障がい者のための施策に関する基本的な事

項を定めた「障害者計画」と、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律

（障害者総合支援法）に基づき、障がい者のニーズなどを踏まえながら必要なサービスを

計画的に確保する「障害福祉計画」の２つをあわせた計画です。「障がいのある人が、自ら

の意思によって地域で安心して暮らせる社会」を基本理念に、５つの基本目標を定めてい

ます。本計画とは、「生活環境の整備」と特に関わりが深く、町全体のバリアフリー化の推

進、障がいのある人の移動手段の充実の実現を図るために交通の側面から支援を行うこと

が必要です。 
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(６) 豊山町子ども・子育て支援事業計画 

子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法に基づき、すべての子ども自身

の「育ち」と子育て中の保護者を支援するとともに、町民が子育てについて理解と認識を

深め、家庭、保育や幼児教育の場、学校、事業者、行政機関などが相互に協力し、地域社

会が一体となって子ども・子育てを推進するものです。「子どもが、親が、みんなとともに

育つとよやま」を基本理念に、５つの基本目標を定めています。 

子ども・子育てには、子どもと保護者が安全・安心して外出できる環境の整備が必要で

あり、本計画とは、こうしたニーズを交通の面から支援することで関わりがあります。 

(７) 豊山町男女共同参画社会計画「第２次とよやまレインボープラン」 

男女共同参画社会計画「第２次とよやまレインボープラン」は、性別や年齢、国籍、障

がいの有無、居住年数などに関わりなく、個人が活躍できる社会を目指すという男女共同

参画の視点を活かし、あらゆる立場の人々が互いの人権を尊重しあい、個性と能力が発揮

できるまちづくりを目指した計画です。「男女共同参画の視点を活かした豊かなまちづくり」

を基本目標に、「すべての人が暮らしやすいまちづくり」、「健康で笑顔あふれるまちづくり」、

「地域の交流・絆を深めるまちづくり」の３つの重点目標を定めています。 

本計画とは、「健康で笑顔あふれるまちづくり」の「豊かな生活空間の構築」と特に関わ

りが深く、子どもや妊産婦、高齢者、障がい者なども、気軽に自由に移動できるように、

公共交通の充実を図ることが必要です。 

(８) 第２次とよやま健康づくり２１計画 

第２次とよやま健康づくり２１計画は、高齢化の進行、生活の変化や運動不足、ストレ

スなどの健康に関する課題が多様化する中で、健康でいきいきと生活できる町を目指して、

健康寿命の延伸や健康づくりに取り組むための計画です。「健康長寿のあたたかなまち、と

よやま！」を基本目標に、４つの基本方針を定めています。 

本計画とは、過度なマイカー利用から公共交通利用に転換することで、駅やバス停まで

歩くことを通じて健康の維持・増進にもつながることから、「生活習慣の見直し」と関わり

があります。 

 

６-３ 計画の基本方針 

本計画では、第４次総合計画に掲げる基本理念「小さくてキラリと輝くまちづくり」と

まちの将来像「にぎわいとやすらぎのアーバンビレッジ」の実現を目指します。地域公共

交通は、まちの将来像の骨格となる基盤であり、その形成に当たっては、①第４次総合計

画や都市計画マスタープランを始め各種計画や戦略との整合を図り、一体性を確保するこ

と、②名鉄バス西春・空港線及び県営名古屋空港線やあおい交通空港直行バス及び幸田・

勝川線、名古屋市営バス、とよやまタウンバスをネットワークとして総合的に捉え、それ

ぞれの連携を図ること、③鉄道がない本町においてバスを中心にタクシーなどの多様な交

通サービスを組み合わせること、④地域公共交通会議を中心に住民の協力を含めて関係者

が連携することに留意します。そして、これまでの「総合連携計画」の施策を継承・発展

しつつ、自動車に頼らなくても、子どもや高齢者も安心して町内を回遊するとともに、町

外への通勤・通学や買い物、通院など生活に必要な施設に行きやすい公共交通環境の充実



54 

 

に取り組みます。 

６-４ 計画の目標 

自動車に頼らなくても、誰もが、安全・安心で便利に、行きたい所に行ける地域公共交

通を実現するため、本計画では、「安全・安心」、「利便」、「環境」をキーワードに、①人に

やさしい安全な交通、②まちの機能や魅力を高める利便性の高い交通、③環境にやさしい

交通に関連する具体的な事業に取り組んでいくこととします。 

また、具体的な数値目標については、第４次総合計画後期基本計画の公共交通に係る目

標指標と、これまでの「総合連携計画」に掲げる生活保障の指標に基づき、平成３１年度

に、①公共交通に対する住民満足度２０％、②バス停勢圏人口カバー率９５．０％、③と

よやまタウンバス年間利用者数９４，０００人、④とよやまタウンバス運行負担率５０％

を目指します（表６－１）。 

表６－１ 本計画の目標値と現状値 

目標指標 
 

目標値 
現状値 

（平成２５年度） 

現状値 

（平成２８年度） 単位 

① 公共交通に対する住民満足度 ％ ２０．０ １４．１ － 

② バス停勢圏人口カバー率 ％ ９５．０ ９１．９ － 

③ とよやまタウンバス年間利用者数 人 ９４，０００ ７４，９９０ ７６，１８７ 

④ とよやまタウンバス運行負担率 ％ ５０．０ ６０．５ ４８．１ 

※運行負担率＝運行負担金／定額経費 

 

６-５ 計画の区域 

計画の区域は、豊山町全域とし、町民の通勤・通学、買い物、通院といった日常生活の

交通圏や近接市町村との連携も視野に置くものとします。 

 

６-６ 計画期間 

計画期間は、第４次総合計画後期基本計画の期間に合わせて、平成２７年度から平成 

３１年度までの５年間とします。 
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７ 計画に基づいて実施する事業 

７-１ 事業の全体像 

本計画の目標を実現するため、①人にやさしい安全な交通、②まちの機能や魅力を高め

る利便性の高い交通、③環境にやさしい交通に関連して、次の具体的な事業に取り組んで

いくこととします。 

このうち、とよやまタウンバス、あおい交通、名鉄バスといった既存路線（図２－１０）

の維持・充実に向けて、運行ルートやダイヤの総合的な見直し、新たなサービスの導入な

どを行うに当たっては、必要に応じて、地域公共交通再編実施計画を策定して取り組んで

いくこととします。 

なお、（  ）内の年度は、実施目標年度であり、一部実施を含みます。事業によっては、

内容の検討や関係機関との協議などを早めに行い、できるだけ前倒しして実施します。一

方、財政的な負担や用地の取得、関係機関との調整などの制約がある事業については、長

期的な視点で取り組むものとします（表７－１）。 

 

７-１-１ 「人にやさしい安全な交通」のために実施する事業 

(１) バスや関連施設の充実 

① バスの安全対策やバリアフリー化（町・バス事業者・施設管理者）（随時実施） 

地域公共交通の基本は安全運行であるため、バス車両の交通安全対策とともに、ヒ

ューマンエラーによる事故の防止対策を徹底します。また、今後は、高齢者によるバ

ス利用の増加が見込まれ、とりわけとよやまタウンバス北ルートは、平日・土休日と

もに６０歳代以上の利用が多いことから、これまで以上にバス車両や施設のバリアフ

リー化に取り組みます。 

② バスの待合環境の整備（町・バス事業者・施設管理者）（２８年度～） 

バスの利用者アンケート調査では、バス停環境に対する満足度が低いため、ベンチ

やバス停の照明施設の整備、公共交通利用案内やサインの充実に取り組みます。 

また、これまでの「総合連携計画」に引き続き、本町における中心的な乗り換え拠

点である社会教育センターについて、バスの待合や案内、乗車券の販売など、ターミ

ナルとしての機能強化を図ります。 

(２) 高齢者等の移動範囲の拡大 

① バス停勢圏の拡大や利便性の向上（町・バス事業者）（２９年度～） 

本町では、これまで、バス事業者と連携・協力しながら、とよやまタウンバスの運

行をはじめ地域公共交通に関する様々な取組を行ってきました。その結果、交通空白

地帯は段階的に縮小し、平成２６年度のバス停勢圏（３００ｍ）の人口カバー率（全

年齢）は９１．９％と、町内の大半がバス停勢圏でカバーされています。 

しかしながら、バス停勢圏が狭い７５歳以上の改善率が他の年齢層に比べて低くな

っており、今後、バス路線の充実や道路ネットワークの整備などを通じて、バス停勢

圏の拡大や利便性のさらなる向上に取り組みます。 
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② 利用しやすい運賃体系の構築（町・バス事業者）（３０年度～） 

町民や利用者の意向把握では、運賃に対する満足度が低く、町民討議会議において

は、割引や定期券などの料金体系の見直しが改善提案として示されています。バス料

金の見直しについては、とよやまタウンバスの場合、本町のバス運行負担金（２５年

度は約２，７００万円）に影響してくることから、利用者の意向や費用対効果を見極

める必要があります。そのため、これらを踏まえつつ、わかりやすく利用しやすい運

賃体系の構築に取り組みます。 

③ タクシーや移送サービスとの連携（町・タクシー事業者・社会福祉協議会など） 

（２９年度～） 

本町では、現在、町内在住の要介護者・要支援者や障害者等を対象としたタクシー

利用料金の助成や、社会福祉協議会による通院送迎サービスなどを行っており、一定

の利用実績があります。タクシーや移送サービスも、地域公共交通を担う重要な交通

機関であり、これまでの施策の継続実施と名古屋交通圏タクシー準特定地域協議会が

作成する「準特定地域計画」と連携した取組等、引き続きタクシーの特性を活かした

輸送サービスや移送サービスの取組を検討していきます。 

④ デマンド交通の導入（町・バス事業者・デマンド交通事業者）（３０年度～） 

とよやまタウンバスなどの既存のバス路線が利用できない高齢者等の外出の機会を

拡大するため、これまでの「総合連携計画」に引き続き、とよやまタウンバスの北ル

ート周辺地域を中心に、デマンド交通の導入を検討します。 

デマンド交通は、運行方式という視点から見ると、①予め定められたルートを運行

する「定路線型」、②運行エリアは決まっているものの、一般的なタクシー事業のよう

に運行ルートを定めず、乗降場所の指定も行わない「自由経路ドアツードア型」、③需

要に応じて予め定められた迂回ルートやエリアを運行する「迂回ルート・エリアデマ

ンド型」、④運行ルートは定めず、予約に応じ予め定められたバス停又はミーティング

ポイント間を結ぶ「自由経路ミーティングポイント型」に分類できます。また、運行

ダイヤという視点から見ると、①予め運行ダイヤが定められており、予約があった場

合のみ運行する「固定ダイヤ型」、②運行の頻度と主要施設やバス停等における概ねの

発時刻または着時刻のみが設定されている「基本ダイヤ型」、③運行時間内であれば、

需要に応じて、随時運行する「非固定ダイヤ型」に分類できます。このほか、通常は

コミュニティバスが運行し、末端部分や利用者が極端に少ない時間帯（曜日）にのみ

デマンド運行を実施している「固定ダイヤ型」と「非固定ダイヤ型」を組み合わせた

「定路線空白時運行」という形態もあります。デマンド交通の導入検討に当たっては、

対象となる利用者や需要量の推計、タクシーや移送サービスはじめ他の公共交通との

役割分担の検討などを行い、上記の様々な形態のうち、本町に合ったデマンド交通を

慎重に検討していくことが重要です。 

 

７-１-２ 「まちの機能や魅力を高める利便性の高い交通」のために実施する事業 

(１) バスの利便性の向上 

① とよやまタウンバス南北ルートの改善や見直し（町・バス事業者・商業施設や医療
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機関など）（２９年度～） 

とよやまタウンバスは、平成１４年度の運行開始以来、運行ルートや運行本数、ダ

イヤの見直しなどの改善に取り組み、現在では、南ルートは通勤や買物目的、北ルー

トは買物や通院目的を中心に、町民の生活の足として重要な役割を担っています。 

 一方、町民や利用者の意向把握では、鉄道駅や大型商業施設、医療機関等への乗り

入れや、通勤時間帯における増便などを望む声が多くなっています。 

このため、これまでの「総合連携計画」に引き続き、とよやまタウンバスの南北ル

ートにおいて、こうした利用者ニーズに対応した改善や見直しを行っていきます。 

② バスの利用環境の改善・充実（町・バス事業者・検索サイト事業者）（２７年度～） 

バスの利便性向上に向けては、バスの乗車時と乗車中、降車時における利用者ニー

ズを的確に把握して対応策を検討・実施することが重要です。とりわけ、より多くの

町民にバスに乗っていただくためには、公共交通に関する情報を的確かつ効果的に提

供する必要があることから、地域公共交通会議では、国の「地域協働推進事業」を活

用すべく、平成２６～２８年度の３か年にわたる「地域協働推進事業計画」を策定し、

公共交通マップや公共交通情報に係るホームページの作成、スマートフォンによる公

共交通情報の提供、時刻表検索サイトによる情報の提供に取り組んでいます。「地域

協働推進事業」は平成２６年度限りで廃止となり、２７年度は経過措置による支援が

予定されますが、平成２７年度、平成２８年度は、「地域協働推進事業計画」の取組

については「地域公共交通網確保維持改善事業」を活用し引き続き着実に実施すると

ともに、しました。また、平成２８年度に地方創生加速化交付金により、とよやまタ

ウンバス車内及び主要バス停にｗｉ－ｆｉ環境を整備するとともにバスロケーション

システムを導入し、平成２９年４月から供用開始しました。ＱＲコードの活用やバス

ロケーションシステムなど、引き続き新たな利用環境の改善・充実を検討していきま

す。 

③ 新しい乗車サービスの導入（町・バス事業者）（３０年度～） 

町民や利用者の意向把握では、日常的に利用している通勤や業務目的の利用者から、

改善・充実を望む声が多くなっています。このため、これまでの「地域公共交通総合

連携計画」に引き続き、とよやまタウンバスの南ルートなどにおいて、定期券を始め

とした券種や優待制度など、新しい乗車サービスの導入を検討します。 

また、ＩＣ乗車カードについては、名鉄バスですでに「ｍａｎａｃａ」が導入され

ており、名古屋鉄道、名古屋市交通局、ＪＲ東海などと相互利用が可能であることか

ら利用者にとって大変便利なツールとなっています。このため、とよやまタウンバス

を始め町内を運行するバス路線でも、長期的な課題として引き続き検討を行っていき

ます。 

(２) 産業活動や地域間交流を支える交通環境の整備 

① ＭＲＪ関連の通勤者や見学者のアクセス確保（町・バス事業者）（２７年度～） 

ＭＲＪの生産・整備拠点事業については、平成２７年４～６１１月の初飛行、２９

３２年４～６月半ばの初号機納入を目指して、各種試験の実施や組立工場等の整備が

行われる予定です。当該事業の進展に伴い、ＭＲＪの開発・販売主体である三菱航空
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機株式会社が平成２７年１月から名古屋空港ビルディングに機能を移転し、協力会社

を含む約１，７００人の従業員が本町に通勤しています。当面の交通手段としては、

企業のチャーターバスを中心に、既存バス路線の充実・強化で対応しています。名鉄

バスでは、西春・空港線において、平成２７年１月から西春駅から名古屋空港までの

ノンストップ便を運行しており、４月からはノンストップ便の新系統を開設する予定

ですしました。また、平成２９年１０月に新たに県営名古屋空港線の運行を開始し、

１１月のあいち航空ミュージアムのオープンに合わせ、同館までの延伸を行いました。

これにより、県営名古屋空港線は、県営名古屋空港・あいち航空ミュージアム～栄～

名古屋駅を結ぶこととなりました。また、あおい交通でも、名古屋空港直行バスや幸

田・勝川線において、平成２７年１月からバスの増便やダイヤ調整を行っています。

さらに名鉄バスと同様、平成２９年１１月にあいち航空ミュージアムのオープンに合

わせ、栄や県庁前を経由する新路線や名古屋空港直行バスの増便を行っています。 

今後、事業の本格的な稼働に伴い、さらなる通勤需要に加えて、これまで以上にビ

ジネス客や見学者が本町を訪れることとなり、県営名古屋空港の利用者や町民の移動

ニーズなどを含めて、既存のバス路線を中心とした総合的な対応が求められることに

なります。 

このため、今後とも、とよやまタウンバス、名鉄バス、あおい交通が連携・協力し

て、それぞれのバス路線の充実を図っていくこととします。また、名古屋市に隣接し、

名古屋中央卸売市場北部市場が立地する本町にとって、名古屋市営バスの乗り入れに

ついては長期的な課題となっています。ＭＲＪの生産・整備拠点事業の進展やあいち

航空ミュージアムの開館に伴い、名古屋市からの交通需要が高まると考えられるため、

現在北部市場まで乗り入れている市バスの延伸等について、長期的な取組として要請

を続けていきます。平成２９年３月の１箇月間、北部市場まで乗り入れている名古屋

市営バスの県営名古屋空港への延伸社会実験とその影響調査を実施しました。公共交

通会議での評価を経て、本町として、名古屋市に県営名古屋空港までの延伸を平成  

３０年２月に要請しております。 

② 近接市町のバス路線との連携（町・近接市町・バス事業者）（３０年度～） 

町民や利用者の意向把握では、バスのルートについて、鉄道駅や大型商業施設、医

療機関への乗り入れを望む声が多くなっていることから、きたバス（北名古屋市）、こ

まき巡回バス（小牧市）、かすがいシティバス（春日井市）等との連携に向けて、当面

の取組として、各バス路線の情報提供やＰＲを行い、長期的にはダイヤの調整や待合

所の整備、乗り継ぎ割引などを検討していきます。 

 

７-１-３ 「環境にやさしい交通」のために実施する事業 

(１) クルマに過度に依存しない交通行動の促進 

公共交通の利用を増やしていくためには、町民一人ひとりがクルマに過度に依存しない

交通行動に転換することが重要です。そのためには、本町の公共交通の基本的な情報や状

況、利便性などを町民の皆さんに広く周知・ＰＲすることが必要です。また、これまでバ

スを利用したことがない方に、バスに一度乗っていただくことも、バスに対する理解を深
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め、利用促進に効果的であると考えられます。 

このため、これまでの「総合連携計画」に引き続き、公共交通の周知・ＰＲと、今まで

バスを利用したことのない方に乗ってもらう機会を設けることを軸に取組を進めていきま

す。なお、実施に当たっては、モビリティ・マネジメントの観点から、クルマへの過度の

依存による問題点とともに、公共交通の意義や効果を積極的にＰＲすることにより、自発

的に公共交通を利用していただけるよう働き掛けていきます。 

① 公共交通マップ等の作成・配布（町・地域公共交通会議・町民討議会議） 

（随時実施） 

毎年度発行している公共交通マップについて、国の「地域協働推進事業」を活用し

て、住民や利用者等の意見を踏まえながら、よりわかりやすいマップを作成し、町民

や本町への通勤者などに配布します。とりわけ、新規転入者については、窓口で配布

している「暮らしの便利帳」にも公共交通マップを掲載して、公共交通のＰＲを行い

ます。 

また、町民や利用者の意向把握では、「どうしたら路線バスを現在より利用しますか」

との問いに対して、「行き先が自身の目的に合うようになれば利用する」との回答が最

も多い結果となりました。このため、地域公共交通会議や町民討議会議などの構成員

の協力を得ながら、公共交通を利用したお出かけプランを提案することにより、町民

が公共交通を使って行きたいと思うように働き掛けを行います。 

② バスの乗り方教室や出前講座等の開催（町・地域公共交通会議・町民討議会議） 

（随時実施） 

高齢者や主婦、子ども、地域団体などを対象とした「バスの乗り方教室」や出前講

座を開催し、環境にやさしい公共交通やバスに対する知識を深めていただき、利用促

進を図ります。また、町民討議会議などを活用して、公共交通やバスに関する意見交

換を行います。 

③ 利用促進イベントやキャンペーンの実施（町・地域公共交通会議・町民討議会議） 

（随時実施） 

環境フェスティバルや健康福祉フェスティバル、交通安全教室など既存のイベント

やキャンペーンと連携して、バスを中心とした公共交通の利用促進に取り組みます。 

④ 広報誌やホームページ等による公共交通のＰＲ（町）（随時実施） 

町の広報誌である「広報とよやま」やケーブルテレビ「とよやまチャンネル」にバ

スをＰＲする記事やコーナーを設けて、バスや公共交通に対する町民の意識啓発と利

用促進を図ります。 

また、国の「地域協働推進事業」を活用して、町のホームページにおける公共交通

関連情報の充実を図るとともに、ってきました。スマートフォンを通じて公共交通関

連情報が入手できるよう、町のホームページのスマートフォン版をについては、平成

２８年度に作成しますています。 

(２) 自転車・徒歩で移動できる交通環境の整備 

① 安全で魅力的な自転車・歩行空間の整備（町）（２７年度～） 

本町には、町民の憩いの場となっている神明公園や身近な自然である大山川、県営
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名古屋空港や航空館ｂｏｏｎ、エアポートウォーク名古屋といった集客施設、町の歴

史に触れることができる神社・仏閣などがコンパクトにまとまっており、地形も平坦

であることから、自転車や徒歩で町内を巡る環境が整っていると言えます。 

このため、町民や本町を訪れる方が安全に楽しみながら自転車や徒歩で移動できる

ような自転車道や緑道・散策路などを整備するとともに、自転車や徒歩での移動を促

すきっかけづくりとして、自転車マップやお出かけマップなどの作成を検討していま

す平成２８年度に「見どころマップ」を作成しています。また、長期的な取組として

レンタサイクルの導入を検討します。 

② バスと自転車との乗り継ぎ環境の整備（町）（２８年度～） 

  バスや自転車・徒歩での移動を促進し、環境にやさしい交通を実現するためには、

自転車・徒歩からバスへスムーズに乗り継ぎができることが重要です。地域公共交通

利用実態調査では、とよやまタウンバス南ルートにおいて、北部市場東のバス停まで

自転車を利用するケースが多くなっています。このため、主なバス停周辺に自転車駐

車場を整備するとともに、自転車や徒歩からバスに乗り継ぐために有用な情報提供な

どに取り組みます。 



61 

 

表７－１ 事業の実施主体とスケジュール 

 

平成２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

①既存路線の継続運行

②地域公共交通確保維持改善事業の活用

③地域公共交通再編実施事業の活用

（２）地域公共交通会議の開催（町・地域公共交通会議）

①地域公共交通会議の開催

①バスの安全対策やバリアフリー化（町・バス事業者・施設管理者）

②バスの待合環境の整備（町・バス事業者・施設管理者）

検討・協議

①バス停勢圏の拡大や利便性の向上（町・バス事業者）

②利用しやすい運賃体系の構築（町・バス事業者）

③タクシーや移送サービスとの連携（町・タクシー事業者・社会福祉協議会など）

④デマンド交通の導入（町・バス事業者・デマンド交通事業者）

①とよやまタウンバス南北ルートの改善や見直し（町・バス事業者・商業施設や医療機関など）

②バスの利用環境の改善・充実（町・バス事業者・検索サイト事業者）

③新しい乗車サービスの導入（町・バス事業者）

①ＭＲＪ関連の通勤者や見学者のアクセス確保（町・バス事業者）

②近接市町のバス路線との連携（町・近接市町・バス事業者）

①公共交通マップ等の作成・配布（町・地域公共交通会議・町民討議会議）

②バスの乗り方教室や出前講座等の開催（町・地域公共交通会議・町民討議会議）

③利用促進イベントやキャンペーンの実施（町・地域公共交通会議・町民討議会議）

④広報誌やホームページ等による公共交通のＰＲ（町）

①安全で魅力的な自転車・歩行空間の整備（町）

②バスと自転車との乗り継ぎ環境の整備（町）

検討・協議

実施

実施

環
境
に
や
さ
し
い
交
通

ま
ち
の
機
能
や
魅
力
を
高
め
る

利
便
性
の
高
い
交
通

（１）クルマに過度に依存しない交通行動の促進

随時実施

実施検討・協議

実施検討・協議

実施

事業の内容（実施主体）

（２）自転車・徒歩で移動できる交通環境の整備

随時実施

国のスケジュール等に合わせて申請等

適宜開催（年３回程度）

随時実施

（２）産業活動や地域間交流を支える交通環境の整備

随時実施

（２）高齢者等の移動範囲の拡大

検討・協議 実施

検討・協議 実施

検討・協議 実施

実施

（１）既存路線の維持と国の事業の積極的な活用（町・地域公共交通会議・バス事業者）

国のスケジュール等に合わせて申請等

人
に
や
さ
し
い
安
全
な
交
通

（１）バスの利便性の向上

（１）バスや関連施設の充実

随時実施

実施

検討・協議 実施

実施検討・協議

必要に応じて検討・申請
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８ 計画の進め方 

８-１ 計画の進行管理 

本町の公共交通施策は、これまで、住民や利用者へのヒアリングやアンケートの結果に

基づいて、関係機関の意見を踏まえ、道路運送法及び地域公共交通活性化再生法に基づく

地域公共交通会議において協議し、各事業主体が実施してきました。 

本計画の進行管理についても、法定協議会である地域公共交通会議に計画案を諮り（Ｐ

ｌａｎ）、構成員の共通理解のもとに各事業を実施（Ｄｏ）することとします。事業の実施

に当たっては、国の「地域公共交通確保維持改善事業」や「都市・地域交通戦略推進事業」

のほか、ハード面・ソフト面の補助制度の活用を図ります。 

そして、町民討議会議での議論などを通じて、住民や利用者の評価・意向を把握（Ｃｈ

ｅｃｋ）するとともに、必要に応じて追加的な調査を行い、逐次改善・見直しを行う（Ａ

ｃｔｉｏｎ）というＰＤＣＡサイクルを機能させながら進めていきます（図８－１）。 

また、毎年度末に開催する地域公共交通会議において、各事業の進捗状況をチェックす

るとともに、します。計画策定から３年を経過した時点（平成２９年度）において、計画

の進捗状況や目標の達成状況に応じて、本計画の中間見直しを行いますした。 

なお、地域公共交通会議のあり方について、議論の活発化や開催状況のＰＲなど、さら

なる充実を図っていきます。 

 

 

図８－１ 計画の推進における PDCAサイクル 

 

 

 

 

 

 

事業の実施

追加調査・改善
（必要に応じて）

地域公共交通会議へ
経過報告・協議

事業内容の詳細の検討
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図８－２ 概略スケジュール 

 

８-２ 事業の評価方法 

本計画における事業の評価に当たっては、計画の目標で記載した数値目標の達成度合い

により行います。 

平成３１年度の目標値は、①公共交通に対する住民満足度２０％、②バス停勢圏人口カ

バー率９５．０％、③とよやまタウンバス年間利用者数９４，０００人、④とよやまタウ

ンバス運行負担率５０％とします（表８－１）。 

表８－１ 本計画の目標値と現状値（再掲） 

目標指標 
 

目標値 
現状値 

（平成２５年度） 単位 

① 公共交通に対する住民満足度 ％ ２０．０ １４．１ 

② バス停勢圏人口カバー率 ％ ９５．０ ９１．９ 

③ とよやまタウンバス年間利用者数 人 ９４，０００ ７４，９９０ 

④ とよやまタウンバス運行負担率 ％ ５０．０ ６０．５ 

※運行負担率＝運行負担金／定額経費 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

地域公共交通会議
● ● ●

地域公共交通会議
● ● ●

地域公共交通会議
● ● ●

地域公共交通会議
● ● ●

地域公共交通会議
● ● ●

ＰＤＣＡ

平成２７年度

　　 ２８年度

　　 ２９年度

     ３０年度

     ３１年度

ＰＤＣＡ

ＰＤＣＡ

ＰＤＣＡ

ＰＤＣＡ

第１回 第２回 第３回

第１回

第１回

第１回

第１回

第２回

第２回

第２回

第２回

第３回

第３回

第３回

第３回

計画・準備 実施 中間報告 評価・次年度予算検討

計画・準備 実施 中間報告 評価・次年度予算検討

計画・準備 実施 中間報告 評価・次年度予算検討

計画・準備 実施 中間報告 評価・次年度予算検討

計画・準備 実施 中間報告 計画全体の評価・次年度予算検討

利用実態の把握

必要に応じて計画の見直し

新計画の策定
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９ 付録 

豊山町地域公共交通会議設置要綱 

平成２６年度豊山町地域公共交通会議名簿 

本計画策定のための豊山町地域公共交通会議開催状況 

パブリックコメントの実施状況 
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豊山町地域公共交通会議設置要綱 

 

（目的） 

第１条 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）及び地域公共交通活性化及び再生に関する法律（平

成１９年法律第５９号）の規定に基づき、町内における住民の生活に必要な輸送の確保や公共交通

の利便性の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、

豊山町地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）を置く。 

 

（協議事項） 

第２条 交通会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議するものとする。 

（１） 町内における公共交通のあり方の検討 

（２） 町内の実情に応じた適切な乗合旅客運送の様態及び運賃、料金等に関する事項 

（３） 交通会議の協議結果に基づく輸送サービスの内容を変更する場合にあたってはその変更事

項 

（４） 法第５条の規定に基づく地域公共交通網形成計画の作成及び実施 

（５） 交通会議の運営方法、その他交通会議が必要と認める事項 

 

（交通会議の構成員） 

第３条 交通会議の構成員は、１６人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。 

（１） 町長又はその指名する者 

（２） 町内に路線を有する一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者又はそ

の指名する者 

（３） 住民又は利用者の代表 

（４） 国土交通省中部運輸局愛知運輸支局長又はその指名する者 

（５） 一般旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者 

（６） 愛知県尾張建設事務所長又はその指名する者 

（７） 西枇杷島警察署長又はその指名する者 

（８） 愛知県地域振興部交通対策課長又はその指名する者 

（９） 学識経験者 

（１０） 前各号に掲げる者のほか、町長が交通会議の運営上必要と認める者 

 

 （役員） 

第４条 交通会議に次の役員を置く。 

（１）会長 １名 

（２）副会長 １名 

（３）監事 ２名 

２ 会長は、町長又はその指名する者がこれに当たる。 

３ 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときには、その職務を代理する。 

６ 監事は、委員のうちから会長が指名する。 

７ 監事は、交通会議の出納監査を行い、監査の結果を会長に報告しなければならない。 
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（会議） 

第５条 交通会議の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。ただし、書面により代

理者に権限の委任がある場合には、代理者を出席委員とみなす。 

３ 会長は、必要に応じて委員以外の者に、会議への出席や資料の提出を要請することができる。 

４ 会議の議長は、会長がこれに当たる。 

５ 会議は、原則として公開とする。 

 

 （議決） 

第６条 交通会議の議決方法は、全会一致を原則とし、全会一致が困難な状況において議長がやむを

得ないと認めるときは、全委員の３分の２以上の多数により決するものとする。 

 

 （協議結果の取扱い） 

第７条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実

な実施に努めるものとする。 

 

 （幹事会） 

第８条 交通会議は、その審議内容に関する予備的検討その他交通会議の運営に当たって必要な事項

を処理するため、幹事会を置くことができる。 

２ 幹事会の委員は、第３条第１項に規定する構成員に基づき、会長が指名する。 

３ 前項に掲げる委員のほか、交通会議が必要と認めた者を幹事会の委員とすることができる。 

４ 幹事会は、必要に応じて委員以外の者に対し、資料の提出や意見等を求めることができる。 

５ 幹事会において審議した事項については、交通会議へ報告するものとする。 

 

 （会計） 

第９条 交通会議の収入及び支出に関する必要事項は別に定める。 

 

 （庶務） 

第１０条 交通会議の庶務は、産業建設部地域振興課地域振興係において処理する。 

２ 地域公共交通に関する相談、苦情等に対応するため、産業建設部地域振興課地域振興係を連絡、

通報窓口に定めるものとする。 

 

 （委任） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮

り定めるものとする。 

 

   附 則 

 この告示は、平成２２年５月１１日から施行する。 

 

   附 則（平成２６年８月５日承認） 

 この告示は、平成２６年度第２回豊山町地域公共交通会議から施行する。 

 

   附 則（平成２７年３月３日承認） 

 この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 
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平成２６年度豊山町地域公共交通会議名簿 

 

   （敬称略・順不同） 

委員区分 所  属 役  職 氏  名 

１号委員 豊山町 町長 鈴木 幸育 

２号委員 あおい交通株式会社 代表取締役社長 松浦 秀則 

 名鉄バス株式会社 運輸部長 加藤 直樹 

 名古屋市住宅都市局 交通企画課長 長嶋 利久 

 公益社団法人愛知県バス協会 専務理事 古田 寛 

 名古屋タクシー協会 専務理事 多田 直紀 

３号委員 豊山町老人クラブ連合会 元地区役員 伊藤 千歳 

 豊山町心身障害者福祉協会 役員 河村 君枝 

４号委員 中部運輸局愛知運輸支局 首席運輸企画専門官 小河原 恵吾 

５号委員 あおい交通株式会社 運行課長 工藤 彰郎 

６号委員 尾張建設事務所 維持管理課長 近藤 敦 

７号委員 西枇杷島警察署 交通課規制係長 竹内 美智夫 

８号委員 愛知県地域振興部 交通対策課主幹 古橋 昭 

９号委員 名古屋大学大学院環境学研究科 都市環境学専攻准教授 加藤 博和 

１０号委員 三菱重工業株式会社 小牧南総務課長 清水 信也 

 豊山町 総務部長 安藤 光男 
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本計画策定のための豊山町地域公共交通会議開催状況 

回 開催日 主な協議事項 

第１回 平成２６年８月５日（火） （１）地域公共交通網形成計画の策定方針について 

（２）とよやまタウンバスのバス停設置場所の変更につい

て 

（３）こまき巡回バスのルート見直しに係るとよやまタウ

ンバスルートとの重複について 

（４）豊山町地域公共交通会議設置要綱の改訂について 

第２回 平成２６年１２月２２日

（月） 
（１）地域公共交通網形成計画（案）について 

（２）平成２６年度地域公共交通確保維持改善事業に関す

る自己評価（案）について 

第３回 平成２７年３月３日（火） （１）地域公共交通網形成計画（案）について 

（２）平成２７年度予算（案）について 

（３）豊山町地域公共交通会議設置要綱の改訂について 

 

 

パブリックコメントの実施状況 

地域公共交通網形成計画の策定に当たり、当該計画（案）に対する町民の意見や提案を把握し、計画

に反映することを目的として、パブリックコメントを実施しました。 

実施期間 平成２７年２月１７日から３月３日まで 

実施方法 情報公開コーナー、総務課窓口、町ホームページで計画（案）を配架・掲示し、郵送

やメールなどで意見を集約 

 

本計画策定中間見直しのための豊山町地域公共交通会議開催状況 

回 開催日 主な協議事項 

第１回 平成２９年１１月８日（水） （１） 名古屋市営バス黒川１１号系統の県営名古屋空港

への延伸社会実験に係る評価について 

（２） とよやまタウンバス北ルートの変更及び地域公共

交通網形成計画の一部改訂について 

第２回 平成３０年２月２７日（火） （１） とよやまタウンバス北ルートのルート見直しにつ

いて 

（２） 豊山町地域公共交通網形成計画の見直しについて 

（３） 平成３０年度事業計画案について 
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平成２９年度豊山町地域公共交通会議名簿 

 

   （敬称略・順不同） 

委員区分 所  属 役  職 氏  名 

１号委員 豊山町 町長 服部 正樹 

２号委員 あおい交通株式会社 代表取締役社長 松浦 秀則 

 名鉄バス株式会社 
取締役 運輸本部 

計画部長兼計画課長 
近藤 博之 

 名古屋市交通局 
営業本部自動車部 

管理課主幹 
高木 秀知 

 公益社団法人愛知県バス協会 専務理事 古田 寛 

３号委員 豊山町老人クラブ連合会 元地区役員 伊藤 千歳 

 豊山町心身障害者福祉協会 役員 河村 君枝 

４号委員 中部運輸局愛知運輸支局 首席運輸企画専門官 杉本 忠久 

５号委員 あおい交通株式会社 運行課長 工藤 彰郎 

６号委員 尾張建設事務所 維持管理課長 岩田 尚也 

７号委員 西枇杷島警察署 交通課規制係長 竹内 美智夫 

８号委員 愛知県地域振興部 交通対策課主幹 桑原 良隆 

９号委員 名古屋大学大学院環境学研究科 教授 加藤 博和 

１０号委員 名古屋市住宅都市局 都市計画部交通企画課長 伊藤 禎浩 

 

名古屋タクシー協会 専務理事 多田 直紀 

三菱重工業株式会社 

名古屋航空中システム製作所 

小牧南総務チーム 

総務担当課長 
清水 信也 

小牧市 
都市建設部 

都市政策課主幹 
河村 昌二 

豊山町 産業建設部長 佐藤 正司 

 

 


